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議 事

○髙橋部会長 法制審議会国際裁判管轄法制部会第５回会議を開催いたします。

本日がいわゆる第一読会の 後ということになりますけれども， 初に配布資料その他の

説明をお願いいたします。

○佐藤幹事 配布資料でございますが，部会資料１２を事前にお配りしているとおりでござい

ます。

○髙橋部会長 それでは，第５の併合管轄につきまして説明をお願いします。

○齊藤関係官 それでは，御説明をさせていただきます。お配りしました部会資料１２の１ペ

ージ及び２ページを御覧いただければと存じます。

まず，本文１の請求の客観的併合でございます。国内の管轄に関しましては，同種の手続

であることのほかには特に要件は設けられておりませんが，国際裁判管轄が問題となる事案

では併合を認めた上で裁量移送することができないことも考慮しますと，国内の裁判管轄よ

りも要件を厳格にするべきであると考えられるところです。

そして，この点につきましては，２ページの（補足説明）１及び（参考）１に記載しまし

たとおり，平成１３年の 高裁判例がございます。そこで，本文①はこの判例を参考として

両請求の間に密接な関連があることを要するものとしております。

なお，併合管轄に関しましては，複数の請求のそれぞれについて日本の裁判所に国際裁判

管轄が認められる場合には，国際裁判管轄の有無としては問題とならず，あとは国内の民事

訴訟法による併合の可否が問題になるものと考えられますので，御提案しております本文で

は，併合される請求について国際裁判管轄が認められない場合であることを要件として記載

しております。この点につきましては，反訴それから主観的併合についても同様でございま

す。

続きまして，本文②及び２ページの（補足説明）２を御覧いただければと存じます。民事

訴訟法第１４６条第１項は，本訴の目的である請求又は防御の方法と関連する請求を目的と

する場合に反訴を認めるものとしておりますが，国際裁判管轄が問題となる事案では，反訴

被告が有する管轄の利益を重視する必要があることから，民事訴訟法の条項よりも要件を厳

格にすべきであると考えられます。

そして，本文の②の甲案では，ブリュッセルⅠ規則の規定を参考としておりますが，法制

化する場合には，文言について更に検討を行う必要があると考えております。このため本文

では，客観的併合の場合と同様の文言を用いて本訴の目的である請求と密接な関連があるこ

とを要するとした乙案も御提示させていただいております。

また，３ページの（注）に二つの論点を記載させていただいております。本文②の反訴に

ついては，本訴の目的である請求と一定の関連があることなどを反訴の要件としております

ところ，民事訴訟法第１４６条第１項では，防御の方法と関連する請求を目的とする反訴も

認めておりますことから，国際裁判管轄においてどう考えるべきか，それから，もう一つの

論点としまして，相殺の抗弁について反訴と同様の要件を設けるべきかについて御議論いた

だければと存じます。

続きまして，１ページの本文③及び３ページの（補足説明）３を御覧いただければと存じ

ます。
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本文は，客観的併合及び反訴について，日本の法令によれば外国の裁判所の管轄に専属す

べき原因がある場合には，客観的併合と反訴の規律を適用しないことを御提案するものです。

国内の管轄につきましては，併合される請求に専属的管轄の合意があっても客観的併合又は

反訴が認められるものとされておりますが，併合される請求について国際裁判管轄の場面で

外国の裁判所の専属とする管轄の合意がある場合については，御議論があるかと存じます。

ここでは（注）に記載しましたような理由から，客観的併合又は反訴を認めるものとして御

提案させていただいております。

続いて，４ページの本文を御覧ください。請求の主観的併合について，国内の管轄に関し

ましては，民事訴訟法第３８条前段の要件が満たされる場合に認められるものとされており

ますが，この要件は国際裁判管轄が問題となるような場面においても十分に厳格であると考

えられますことから，本文では民事訴訟法第３８条前段と同様の要件が認められる場合に，

日本の裁判所の国際裁判管轄を認めることを御提案しております。

それから，５ページの３を御覧いただければと存じます。（補足説明）については，６ペ

ージにかけて記載をしておりますが，本文では訴訟参加，訴訟引受，それから訴訟告知につ

いては，記載させていただきましたような理由から特段の規律を置かないものとしてはどう

かということで御提案をさせていただいております。御審議のほどよろしくお願いいたしま

す。

○髙橋部会長 それでは， 初に，１の請求の客観的併合の部分につきまして，御意見，御質

問をいただければと存じます。

○古田幹事 ①の趣旨について確認ですけれども，①は，「一の訴え（数人からの又は数人に

対する訴えを除く。）」という書き振りになっていますが，要するに客観的併合の規律は①

によるという趣旨という理解でよろしいでしょうか。たとえば，主観的併合と客観的併合が

競合している訴訟というのも存在すると思うのですが，①の括弧書は，そのような場合を除

くという趣旨ではないという理解でよろしいでしょうか。書き振りの問題だけですけれども，

要するに客観的併合については，一律にこの規律によるということでしょうか。

○齊藤関係官 そのとおりでございます。

○古田幹事 今度は②のほうなのですが，甲案と乙案が出ていますけれども，これは実際に適

用の場面ではどちらがより広範に，より緩やかに併合管轄が認められることになるでしょう

か。

○佐藤幹事 甲案はブリュッセルⅠ規則からとった文言なのですが，その適用範囲というのは

必ずしも文言からははっきりしないところがありまして，特に請求の基礎と同一の契約又は

事実というのはどの範囲なのかというところは非常に分かりにくいところがあります。そう

いう意味では，甲案の趣旨としては本訴の請求と密接に関連していると，ほぼ同義ではなか

ろうかということで，もう少し使いやすいほぼ同種の文言として乙案を提案させていただき

ました。したがって，ここのところの適用範囲がどれぐらい広いか狭いかというところは，

必ずしも明確に意識して甲案と乙案を分けて提示したものではなくて，むしろ甲案の趣旨を

踏まえると，乙案のような文言のほうがふさわしいのではなかろうかという趣旨で提示させ

ていただいたものでございます。

○古田幹事 ①の客観的併合ですけれども，国内土地管轄における客観的併合の管轄要件より

も更に要件を狭めるというのは，恐らく正しい方向性であろうと思います。ただ，その際に
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「各請求の間に密接な関連があるとき」という要件を課すかどうかは，検討を要するところ

だと思うのです。確かにウルトラマン事件の 高裁判例でこの用語を使っていますので，そ

れを使うのが分かりやすいのかなとは思う一方，私の感覚ですと，密接な関連というのは，

請求同士の間にかなり強い牽連性がある状況をイメージします。ところが，結果的に密接な

関連があると判示したウルトラマン事件での各請求の関連性を見ますと，要するにウルトラ

マンシリーズに関する著作権に関する一連の紛争という程度のものを密接な関連と言ってい

るのです。ウルトラマン事件の 高裁判例は，日常的に用いられている密接な関連という用

語の語感から言うと，かなり緩やかに密接な関連を認めているのかなという印象があるので

す。そのあたりについて，ほかの委員・幹事方の御意見を伺えればと思います。

○髙橋部会長 いかがでしょうか。

○古田幹事 私の感覚ですと，訴えの変更の許否のときに，請求の基礎の同一性という概念が

一応あるのですけれども，何かそれと同じぐらいのイメージの要件なのかなという印象で考

えていたのです。それが果たして共通の認識なのか，特別の認識なのか，そういった点が分

かればと思います。

要するに，例えば法制化するときの問題かと思いますけれども，密接な関連という要件を

定めたときに，実際に裁判所がどういう基準で判断するのだろうかというところが，私も想

像がつきません。裁判例としては恐らくこのウルトラマン事件の事例くらいしかありません

ので，実際，実務の適用の場面でどうなるかというところを少し審議会で議論しておいたほ

うが良いのではないかなと思います。

○手塚委員 実務感覚で言うと，いずれにせよ，もう日本で訴えられるのだったら，ついでに

と言ったら失礼なのですけれども，ほかの密接に関連するものについても訴えられてもやむ

を得ないという感覚は多分あると思います。ただ，管轄が確実にあるが非常にマイナーな一

つの請求とくっつけることで日本に管轄を生じさせる，密接な関係はあるけれども，メジャ

ーな請求はそれ単独で見たら日本に管轄がないという場合に，この密接な関連というところ

の定義でそれを絞るよりは，もちろん国内の管轄よりは狭いのでしょうけれども，ある程度

そこを広めにしておいて，あとは特段の事情で切ってしまえばいいのかなと思います。

だから，余り定義しなければいけないような厳密なものにする必要もないのかなと私は感

じていて，ついでに②について言いますと，実務上は一つの契約書からいろいろな紛争が生

じているということはよくあることです。契約上の例えばライセンスフィーを払わないとい

う請求と，他方で，いや契約上の守秘義務に違反したのはお前だというようなことで相手が

また請求をしていたりとか，そういうときに請求の基礎と同一の契約から生じているという

意味では甲案に入るのだと思うのです。同じ契約から生じていれば請求の性質がかなり違っ

て，一方は売買代金だとかライセンスフィーで，もう一方は付随義務というのでしょうか，

守秘義務違反だとか，ノンコンペティションなどがあって，どうせ日本でやるのだから同じ

契約から生じた同じ当事者間の紛争はもうそこで一括して解決するというのがよろしいのか

なと思います。一つの請求が本訴との関係で，反訴が余りにもメジャーで，本訴されたら，

待っていましたとばかりに，本来だったら自国でできないような反訴をするような場合は，

また特段の事情で処理すればいいのかなと思います。

甲案，乙案は，私は特にどちらでなければいけないというプリファランスはないのですけ

れども，弁護士会内部ではやはり，乙案とすると，国内法の規定との関係で，請求には関連
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していないけれども抗弁だけ関連しているというところが何か明確に落ちるような感じにな

ると思うのです。実際上は，やはり相殺の抗弁を出して，かつ相殺の抗弁に関連するような

請求を反訴で行うケースは結構ありまして，私も仲裁のときに仲裁合意の対象でないような

契約上の権利で相殺できるかというかなり大きな議論があることは承知しているのですが，

訴訟の場合は，やはり相殺で請求することができる場合が多いと思うのです。ある契約上の

請求権については仲裁だけでしかできなくて，訴訟で相殺としても持ち出してはいけないみ

たいな契約があれば別ですけれども，相殺が争点になっているのだったら，反訴でそれをや

ってもいいのではないかと，何か予備的反訴みたいになるのだと思うのです。つまり，主た

る請求が認められないときは相殺の対象となる受働債権はないので，その場合は反訴のほう

で支払まで認めてくれといったようなケースのはよくあるので，それをとりたてて禁ずる意

味もないのかなと思います。

○髙橋部会長 密接という言葉が適切かどうかはまた第二読会その他で議論するといたしまし

て，今お話が出ました防御の方法と関連する反訴，あるいは，反訴ではないのですが，相殺

もある意味で反訴的な要素がありますので，それをどうするか。

３ページの（注）のところの議論をほかの委員，幹事からもお願いできればと思います。

○山本(克)委員 相殺ですけれども，確かに訴訟上の相殺について言うと，反訴と似たような

面があるのですけれども，訴訟外でされる相殺，取り分け訴えていく以前の相殺をこれに含

めてしまうと，債権回収の手法としての相殺が生きてこないということになるので，これは

やはりまずいのではないかと思います。

そうすると，訴訟提起後の相殺に限るのかとか，いわゆる訴訟上の相殺に限るのかという

ことになりますけれども，後者の選択肢をとると，訴訟外で相殺しておいて，相殺しました

よということを主張すれば簡単にしり抜けになります。ですから，選択肢として残るのは，

仮に規制をかけるとすれば，訴え提起後の相殺を全般的に排除することぐらいしか考えられ

ないのですけれども，そういうことが果たして取引社会での相殺の役割と整合的なのかどう

かということは，取り分け企業実務をされている方の御意見をお伺いしたほうがよろしいの

かなという気がいたします。

私自身は，今，手塚委員がおっしゃったのと同じような考え方でおります。

○古田幹事 手塚委員と山本克己委員の御意見を伺いまして，確かに 終的には特段の事情に

よる調整の余地というのがあるわけですので，入口の段階では，例えば密接に関連するとい

う要件で，その具体的な内容は今後の解釈にゆだねるという整理でも良いような気がしてき

ました。反訴についても，請求と密接に関連する場合だけではなくて，防御と密接に関連す

る場合も一応管轄原因としては入れておいて，いかにも管轄が広過ぎる事案については特段

の事情で調整をする余地を残しておくのが，今回の立法の段階ではいいのかなと思います。

○髙橋部会長 また後で出していただいても結構ですが，相殺について制限を加えるのは，や

や相殺の機能から見て無理だという御意見が強いと思いました。

それから，乙案は，文言からは出てきにくいのですが，防御の方法に関連する反訴という

のも認めてよいという意見のほうが強いというか，反対の意見がないというのが正確でしょ

うか。第一読会ではそういう感じでしょうか。

それでは，道垣内さん。

○道垣内委員 一つは質問で，一つは意見です。まず，質問は，①についてです。要件として，
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「日本の裁判所が一の請求について管轄権を有する場合には」となっております。先ほどお

話があったウルトラマン事件の二審の判決が判示していることですけれども，あの事件では

日本の著作権の存在確認請求を後で追加しています。それについては管轄があることは明ら

かなので，それとの併合請求という形で，タイの著作権についての争いを日本でしようとし

たという点について，高裁判決では，そういう訴えの利益がなく却下されるような訴えとの

関係で客観的併合の管轄を認めるのはいかがなものかということを判示していたと思います。

その点はここでは明文では定めないということになりますと，それは特段の事情に関する規

定で処理するのでしょうか。ここで単に管轄権を有する場合というだけではなく，かつ，そ

れについて本案の審理に入るべき場合には，ということまで要件として規定されればこの点

はクリアできるように思いますが，他方，そういったことまで規定するのはいかがなものか

という御意見もあろうかと思います。この点は，どのような整理をされているかということ

をお尋ねしたいと思います。

それから意見ですが，②のただし書についてです。これがどうしてここに入っているのか

ということです。訴訟の遅延の話は，これこそ一般には特段の事情で処理していることで，

ここに限ったことではないように思います。この定めにはやや違和感があるというのが意見

でございます。

○佐藤幹事 反訴のただし書は国内法との並びで，民事訴訟法第１４６条第１号，第２号と同

じ要件を提示させていただいたということで，特段の事情は特段の事情の中で考慮するとい

うことなのかもしれませんけれども，特段この第１４６条第１号，第２号の規定を置かない

という必要はないのかなということで入れたということです。

○山本(克)委員 今の点ですけれども，①のほうは国際裁判管轄だけを規定したというような

御説明ですが，②のほうは，反訴要件全般を規定したというふうにも読めなくはないのです。

ですから，②のほうも，これは国際裁判管轄の要件だけを定めたのだと考えると，あとは一

般の反訴要件が別途かかってくると考えれば，このただし書は不要になると思われます。現

行の民事訴訟法上これに対応する要件がございますから，どちらでいくのかという問題があ

ると思います。特段の事情で切るという選択肢もあるのですが，国内の民事訴訟法の一般ル

ールで切るということもあり得るわけで，このただし書の位置づけを国際的な反訴要件全般

を定めたのか，それとも国際裁判管轄だけを定めるべきなのかというあたりを少し整理した

ほうがよろしいかと思います。

○山本(和)幹事 今の観点ですが，もし反訴要件を全面的に書いて，民事訴訟法第１４６条に

代替するものとして②を書くとすれば，第１４６条の第１号のほうも必要になるのだろうと

思います。国内で専属管轄がある場合には，国際裁判管轄があったとしても，やはりその裁

判所では反訴はできないということになりますので，全部書くのならば，このただし書の第

２号だけではなくて，第１号も書かなければいけないと思われます。山本克己委員が言われ

るように，国際裁判管轄だけを書くのならば，むしろこのただし書はないほうが紛れがない

のではないかと思います。

○髙橋部会長 理論的にはそうですね。先ほど道垣内委員が言われた，却下されるような訴え

と併合してきた場合というのはどうなるのですか。

○松下幹事 却下されることが明らかな場合のみならず，棄却されることが明らかな場合，例

えば抗弁が非常にはっきりしている，あるいは時効などの権利の消滅が明らかな場合も同じ
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問題はあると思うのですけれども，やっかいなのは，明らかな場合とそうではない場合があ

ることで，典型的に確かに管轄をとるためだけに明らかに却下になるような訴えを起こして

いる場合というのはあるのでしょうけれども，段階がある話なので，どこかで線を引いて，

これは管轄あり，なしというルールを決めるのはなかなか一般的には難しいのではないでし

ょうか。ですから，何でもかんでもそちらで処理するというのはいいことだと思いませんけ

れども，管轄のルールのところでは，棄却，却下が明らかな場合，つまり本案に必ず進める，

あるいは請求の認容まで行くのかどうかは分かりませんけれども，そこまで要件を課すこと

なく管轄を認め，あとは特段の事情等のルールで処理するというほうが無理がないのかなと

思います。

○髙橋部会長 古田幹事。

○古田幹事 これは質問なのですけれども，道垣内委員がおっしゃったような，一方の請求に

ついては却下又は棄却が明らかな場合については，両請求の弁論を分離してしまって，却下，

棄却が明らかなほうは先に判決をして，もう一方の請求については管轄がないということで

却下するという運用は考えられないのでしょうか。

この場合には，管轄の基準時をどこにするのかという問題がありますので，国際裁判管轄

の基準時も訴え提起時という理解だと難しいと思いますけれども，国際裁判管轄は裁判権の

問題だから，基準時は弁論終結時だと考えれば，弁論を分離して処理することもできると思

います。

○髙橋部会長 いろいろな方法はあるということですが，理由としてちょっと条文に書くのは

きついということでは共通なのでしょうね。

客観的併合のところでももちろん結構ですが，２の主観的併合，３の訴訟参加，訴訟引受

の部分に入っても結構でございますので，なお御意見，御質問をいただければと思います。

○山本(克)委員 また客観的併合の話で恐縮なのですけれども，請求の追加的変更や中間確認

の訴えについても①，②が類推適用されるという理解でよろしゅうございますでしょうか。

○佐藤幹事 そのような理解で書いているものでございます。

○髙橋部会長 どうぞ，横山委員。

○横山委員 また客観的併合のところで，３ページから４ページにわたって（注）がついてお

るんですが，反訴請求について特定の外国について管轄合意があった場合に，これはそのこ

とは特に意味を認めなくて，反訴を認めてもいいということなのですが，しかし，例えば甲

国の裁判所を専属管轄とする合意をしたときの当事者の趣旨としては，これはもうその請求，

紛争については甲国だけが管轄を持って，反訴という形でも，甲国以外の裁判所においては

紛争解決をしないという当事者の意思に結局はかかってしまうのではないかなと思います。

なので，民事訴訟法上のように，公益とそうでない私益を完全に対立させて，公益に係る専

属管轄の場合は合意は関係ないけれども，そうでないときは日本の管轄を認めるというよう

な形では，なかなか国際的な専属管轄合意については解決を図れないのではないのかと思う

ので，結局は 終的には意思解釈の問題で，それも特段の事情でそういう意思があるときは

認めないという形でも構わないかなとは思います。（注）の４ページの上段に書いてあるよ

うに，一律にはなかなか言えないので，やはり当事者の意思がどうであったかということが

考慮されないといけないと思います。

○道垣内委員 条文の理解ができていないのかもしれませんが，③で書いてあることは，今の
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場合，外国に専属管轄を与える合意をしているときには，適用されないのでしょうか。

○佐藤幹事 ここで，本文自体は専属的合意管轄は含まない，むしろ法定の専属管轄の規定を

適用すると外国の裁判所に専属管轄が認められる場合のみにしてありまして，そこを御議論

いただきたいと思います。今，横山委員から御意見をいただきましたように，専属的合意管

轄のある場合に，国際裁判管轄については国内の規律と異なり移送がないということから，

かえって，専属的合意管轄のほうを，当事者の意思を優先するのか，あるいは併合要件は絞

ってありますので，併合する審理の必要性なども考慮して，国内と同じ規律にゆだねるのか

ということを御議論いただきたいということです。本文自体は法定の専属管轄のみというこ

とで，今の本文を作ってございます。

○道垣内委員 私はそうではない読み方をしていました。（注）を読み飛ばしていました。現

在の案では両方読めると思うのですが，私としては，専属管轄の合意をしている場合には，

そちらを優先するほうがいいのではないかと思います。同じことは仲裁合意についても起こ

るわけですが，それはここには書けないのかもしれませんけれども，議論としては同じ話で

はないかと思います。恐らく，外国裁判所を指定した専属管轄合意等があるのに，客観的併

合を理由に日本で国際裁判管轄を認めるというのは，日本で裁判をやりたくない当事者にと

ってはサプライズではないかと思います。私は専属管轄合意や仲裁合意を優先したほうがい

いのではないかと思います。

○古田幹事 外国の裁判所を専属的な合意管轄裁判所にする場合には，日本における国際裁判

管轄の原因が反訴であるか，客観的併合であるか，あるいは義務履行地とか，財産所在地で

あるかにかかわらず，専属管轄合意の効果として我が国で提起された訴訟は却下されること

になると思います。なので，専属管轄合意の場合にも③が適用されるか否かにかかわらず，

外国の裁判所を専属とする管轄合意がある場合には，専属管轄合意の効果として，やはり日

本の管轄権は原則否定されるという整理になるのではないかと思うのです。

○手塚委員 実務的には，被告地主義というのでしょうか，一つの契約で，一方が原告になる

ときは相手の国の裁判所で，他方が原告になるときはもう一方の側でという内容を定めてい

るということが結構多いのです。訴えを起こす方にとって不便な裁判所を指定することで，

なるべく話合いで解決できるようにインセンティブを与えるんだとかというようなことでそ

れを飲ませるように当事者には説得したりするのですが，そういうレシプロカルというか，

被告地主義的な管轄，専属管轄を合意管轄として入れている場合，典型的には一方が他方を

訴えた場合に，反訴は常識的には，反訴なのだから 初に訴えが起きたところでできてよく

て，反訴原告というのは，原告がどちら側の場合というのに条文的に当たらないと見るのか，

あるいは趣旨からして，もうそこで起きた以上は反訴は同じ契約なのだからできるんだとい

うのは結構常識的にあると思うのです。

だから，古田幹事が言われるように，１か所だけに決まっているような場合であれば，反

訴だから，では，それを無視して専属管轄と書いてあっても反訴管轄があるのだと言ってい

いかどうかちょっとまた別だと思うのですけれども，相互主義的な専属合意管轄規定を入れ

ているときには，やはり反訴管轄のほうが優先していいのではないかと私は思います。

○横山委員 結局一般的にはなかなかそうは言っても言えなくて，やはり個別的，具体的な事

案ごとに当事者の意思がどうであったかということで決まることで，それはもう特段の事情

の枠組みの中で考慮すればいいのではないかなと思います。
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○髙橋部会長 ここは両論あったということで，どちらのほうがより幅広く規定できるかとい

うことかもしれません。

ほかにいかがでしょうか。

それでは，主観的併合につきましては国内法と似たような規定を，文言は少し違うかもし

れませんが。

○手塚委員 民事訴訟法第３８条前段だったらいいのではないかという議論が結構強いのは認

識しているのですが，私の理解では，今までの条理説の中では，客観的併合についての国内

法の規定を準用するのはいいけれども，主観的併合はやはり別だと思うのです。だから，原

則として主観的併合は駄目なのだけれども，特段の事情があればまあいいでしょうという感

じだったのが，第３８条第１項の要件があれば原則大丈夫だということになった場合に，例

えば委託によらない保証人とか，そういう債務者とは勝手にだれかが保証するということが

できるわけですね。

そうすると，出来レースでやっていればもちろんそういうのは特段の事情かもしれないけ

れども，債務者にしてみれば，たまたま外国の人が債務者で，でも日本人で自分が保証した

んだという人がいた場合に，同一の事実から生じているからということで，第３８条前段だ

というのは少し行き過ぎだと思うのです。だから，第３８条前段で原則オーケーにしても，

やはりちょっとそれでは国際的には広過ぎるかなと思うのです。

ただし，ブリュッセルとか草案とか，そっちのほうの合一確定的なものまで求めるのはち

ょっと狭いかなという気がして，何かアイデアがあるわけではないのですが，私は中間が本

当はいいような気もしているのです。とにかく言いたいのは，主観的併合の第３８条前段で

は広過ぎる場合が恐らくあるはずだということです。

○髙橋部会長 分かりました。国内法ですら同じ意見もあるかもしれませんが，しかし表現を

どうするかについては手塚委員も現時点では提言があるわけではないということで，ではこ

れは第二読会のほうで御議論いただきたいと思います。

訴訟参加，訴訟引受，訴訟告知についてはいろいろ御議論はあろうかと思いますが，条文

は置かなくてもいいのではないかということですが，この点はいかがでしょうか。

○古田幹事 確認なのですけれども，そうしますと，独立当事者参加であることを固有の国際

裁判管轄の原因とはしないということになってしまうのでしょうか。独立当事者参加も，参

加の申出をする際に従前の当事者に対する請求を定立しますので，その意味では反訴と同様，

訴えの提起という側面もあります。

恐らく，実際上は独立当事者参加の要件を満たしている場合には，何らかの管轄原因が日

本にあるような場合が多いので，それほど問題は出てこないかとは思うのです。けれども，

例えば反訴については，国際裁判管轄の規定を一応設けて，反訴固有の管轄原因を認めよう

としているわけなので，独立当事者参加について何の規定も設けないと，その反対解釈とし

て，独立当事者参加自体は管轄原因にならないという解釈になってしまうのかと思うのです

けれども，そういう御趣旨なのかどうかを確認したいと思います。

○佐藤幹事 この訴訟参加，引受，告知の中で，問題になり得るのは，おっしゃるとおり独立

当事者参加だけなのかなということですが，規定をどうするかは別にして，独立当事者参加

については（補足説明）の１で記載させていただきましたように，日本でやっている訴訟に

自ら入ってくるという場合には……
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○古田幹事 参加人自身の利益は考慮しなくていいと思うのですが，従前の訴訟の原告とか被

告というのは考慮する必要があると思います。例えばＸＹ間で訴訟をやっているときに，Ｘ

Ｙ間の請求について日本で裁判するのはいいけれども，参加人Ｚとの間の紛争については日

本では裁判をしたくないという場合もあるのではないかと思うのです。その場合に，Ｚとの

請求について，日本で裁判をしたくないＸＹの利益というのを考慮するのかどうか。独立当

事者参加の制度というのは本来，管轄原因がなくても民事訴訟法第４７条の要件があれば，

Ｚとの関係でもＸＹはその裁判所で審判を受けなければいけないということになるわけです

けれども，国際裁判管轄の場合にそれと同じような規律にするのか，しないのか。何ら規定

を設けないとすると，国内管轄とは違う規律をするということになると思うのです。私もど

ちらがいいという定見があるわけでもないのですが，そこはどのような検討状況なのかとい

うのをお伺いしたいと思います。

○佐藤幹事 今言われた国内とは違う規律，基本的にはＸとＹがもう日本で訴訟をやっている

と。Ｘは特に日本で訴訟を提起しているわけです。そこでＺが請求を立てられる，それは特

に管轄の利益は考えなくてもいいだろうということです。Ｙのほうも基本的にはＸとＹで国

内で訴訟をやっていますので，特に国際裁判管轄を争う余地を認める必要はないのかなと思

います。

○古田幹事 そういうことだと，反訴と同様に，独立当事者参加も国際裁判管轄の原因になる

という規定を置かなければいけないのではないかと思うのです。

○佐藤幹事 逆にということですね。

○古田幹事 要するに，独立当事者参加であることが国際裁判管轄の原因になるという趣旨だ

とすると，その旨の規定が必要なのではないかという疑問です。

○髙橋部会長 書かないことの意味ですが，そこを含めて解釈かもしれません。どちらに行く

か，また検討しますが，書かないことの解釈という場合もあり得るということだと思います。

それでは，併合管轄はよろしいでしょうか。

それでは，第６の一般的規律について説明から入ります。

○日暮関係官 第６の国際裁判管轄に関する一般的規律の１，事案の具体的事情を考慮して管

轄を排除するための規律について御説明いたします。部会資料の６ページを御覧ください。

この事案の具体的事情を考慮して管轄を排除するための規律では，本文の①から③までの

三つの提案をさせていただいております。

まず，本文①は，第１から第５までのような国際裁判管轄の管轄原因に関する規定を整備

した後に，その管轄原因が認められる場合でありましても，事案の具体的な事情によりまし

ては，日本の裁判所の国際裁判管轄を否定すべき場合があり得るということを考慮いたしま

して， 高裁判所の平成９年１１月１１日判決，以下， 判平成９年と省略いたしますが，

これと同様の考え方に立脚して，事案の具体的な事情を考慮して管轄を排除するための規律

を設けることを提案するものでございます。

６ページの本文①を御覧いただきますと，１行目に「第１から第５までの規律により」と

記載してございますけれども，これは日本の裁判所の専属管轄とするという定めがある場合

にまでこの規律を適用して日本の裁判所の管轄を否定するということは不適当と考えられま

すので，今後，第１から第５までの規律の中で専属管轄の定めが設けられた場合にはそれら

を除外するということを念頭に置いてございます。
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そして，本文①の２行目ですけれども，事案における具体的な事情を考慮して，その結果，

日本国内で裁判を行うことにより公平，適正かつ迅速な裁判を実現することができないと認

めるときには，申立て又は職権により訴えの全部又は一部を却下することができるものとす

ることを御提案するものでございます。

なお，７ページの（補足説明）の１にも記載してございますとおり，報告書では管轄を否

定する事情として，先ほど述べました 判平成９年の判示事項を基準とする甲案と，民事訴

訟法第１７条の裁量移送の要件を基準とする乙案とが併記されていましたけれども，両案と

も具体的な事情として考慮する要素はほぼ同一であると考えられましたため， 判平成９年

の判示事項を参照しつつ，本文１としてまとめて提案させていただいたものでございます。

判平成９年の事案の概要及び判示事項につきましては，８ページの（参考）１の（１）

に記載してございますけれども，公刊されました下級審の裁判例を見ますと，考慮されてい

る事情としましては，証拠の所在・証拠調べの便宜，当事者に関する事情，事件に関する事

情の三つに大きく分類できると考えられます。

民事訴訟法第１７条では，考慮要素を具体的に条文に掲げておりまして，そのように考慮

要素を具体的に条文に掲げるべきという考え方もあろうかと思いますので，どのような事情

を考慮すべきか，逆に考慮すべきでない事情があるとすれば，それらは何かということにつ

いても併せて御議論いただければと思っております。

９ページの（参考）２には，ヘーグ条約の草案について記載してございますけれども，こ

れも考慮要素として参考になるものと思われます。

続いて，本文②でございますけれども，６ページを御覧ください。

本文②は，本文①の規律を適用する場合に当該事件について外国の裁判所が管轄権を有す

ることを独立の要件とするか否かについて，甲案，乙案の二つの考え方を御提案するもので

す。甲案は独立の要件とする考え方，乙案は独立の要件とはせず，日本の裁判所の管轄を否

定する一事情として考慮するという考え方でございます。両案の違いは，７ページの（補足

説明）２にも記載しましたとおり，外国の裁判所に管轄が認められない場合に，日本の裁判

所の管轄を否定することができるかどうかというところに表れることになると思われます。

なお，本文②で甲案をとりました場合，外国の裁判所が管轄を有することについて，どこ

までの証明が必要かが問題となってまいります。この点を記載しましたのが７ページから８

ページにかけましての（注）１ですけれども，外国に被告の住所があるなど，外国の裁判所

が管轄を有していることの判断が容易な場面というのもあり得ますけれども，実際に外国で

訴訟を提起してみなければその要件を満たすかどうかの判断がつかない場合には，当該外国

での訴訟がどの程度まで進行していることを要するかについて御議論いただきたいと考えて

おります。

この点に関連しまして，外国の裁判所が管轄権を有しているか否かについて言及した裁判

例を９ページの（参考）１の（３）に掲げてございます。

また，消滅時効が成立することによる原告の不利益を回避するためには，本文②で御提案

しましたような考え方のほかに，８ページの（注）２に記載されたような考え方もあり得る

かと思いますので，併せて御検討いただければと考えております。

続いて，本文③ですけれども，また６ページを御覧ください。

本文③は，外国の裁判所が管轄権を有するか否かについての判断が難しいことについて配
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慮するために，中止に関する規定を設けるかどうかについて，Ａ案，Ｂ案の二つの考え方を

お示しするものでございます。Ａ案は，一定の要件を満たす場合には訴訟手続を中止するこ

とができることとして，中止の判断について当事者が独立の不服申立てをできるようにする

という考え方です。Ｂ案は，期日の追って指定など裁判所の訴訟指揮にゆだねて，特に中止

に関する規定を設けないこととする考え方となっております。

この本文③におきまして，Ａ案をとりました場合に，中止に関する規定を設けることとし

ますと，１０ページの（注）１に記載しましたとおり，まず，中止の要件やその期間につい

てどのように考えるかということが問題となってまいります。例えば，外国の裁判所が管轄

権を有することが明らかになるまでの間中止することができるという考え方をとるとしまし

て，考えられる条文を記載いたしましたのが（注）１ですけれども，参考を御覧いただくと

お分かりいただけますが，国内法の規定を調べてみますと，一定の要件が充足するまでの間，

訴訟手続を中止することができるというような規定は見当たらないということでございます。

また，（注）２に記載しました中止の効果につきましては，訴訟手続を中止いたしますと，

通常は何の審理もできないことになりますが，外国の裁判所の管轄権の有無以外の事項につ

いて審理をすることができるようにすべきかという点などが問題になってこようかと思いま

す。

また，中止を解除するための規定としましては，例えば，日本の裁判所の管轄を争う被告

に対して外国における訴訟を提起するように求めることができる起訴命令の申立権を与える

というような手段が考えられますけれども，この点も（参考）を御覧いただきますとお分か

りいただけますように，国内法には類似の規定はないという状況になってございます。

以上でございます。

○佐藤幹事 補足をさせていただきます。特段の事情が広く用いられ過ぎているのではないか

という御議論がある中で，この法制審議会では国際裁判管轄の管轄原因を整備していくこと

が重要になっていくと思われますけれども，①の趣旨としては，その場合でも，なお具体的

な事案の事情を考慮して一部訴えを却下する必要がある場合があるのではなかろうかという

ことで御提案をさせていただいたものでございます。

それから，外国の裁判所の管轄の要否なのですが，具体的な裁判例を見てみますと，大体

日本の法人，個人が原告になっておりまして，外国の法人，個人が被告になっている事案が

ほとんどでございます。そうなりますと，普通裁判籍が外国にある場合が大体ほとんどにな

ってきますので，その場合に外国の管轄権の要否は，実際に外国で訴えてみなくても分かる

場合も比較的あるのではないかという印象を持っております。そういう観点から，台湾の裁

判所が管轄権を有することを法律の鑑定人の意見として認定をして判断した事案として，９

ページの上の（参考）の１の（３）に挙げさせていただいているものでございます。

細かい論点といたしましては，管轄を有することだけではなくて，外国の裁判所にその時

点で訴えたら時効で棄却されてしまうことが明らかな事案というのが裁判例で問題になった

ことがありまして，その点も特段の事情の中で考慮している裁判例と，それはそもそも訴え

る段階で自己責任で考えるべきだろうという考えで考慮しないと明言しているような裁判例

もありまして，それも興味深い裁判例だということで，同じ（３）の中で挙げております。

それから，裁判例の中には，特段の事情の基準時に関しまして，訴え提起の時点ではなく

て，訴え提起後の事情も考慮して管轄の判断ができると判示しているものもございまして，
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それが９ページの（４）に挙げてございます。これは直接法文に影響するものではないかと

思いますけれども，特段の事情にまつわる論点として挙げさせていただきました。

以上です。

○髙橋部会長 どこからでも，御意見，御質問をお願いいたします。

○古田幹事 ①ですけれども，今の御説明ですと，平成９年の 高裁判例を参照したというこ

とだったのですが，平成９年判例は「我が国で裁判を行うことが当事者の公平，裁判の適

正・迅速を期するという理念に反する特段の事情がある場合」といった表現だったと思いま

す。この①の「日本国内で裁判を行うことにより公平，適正かつ迅速な裁判を実現すること

ができないと認めるとき」という要件は， 高裁の提示している要件と違う要件を定めたも

のと解釈されてしまわれるのではないかと思うのです。特に意識的に変えたということでは

ないのですか。

○佐藤幹事 ①の書き振りは，今，古田幹事が言われたようなところまで詰めて書いているわ

けではないというのが正直なところでございまして，基本的には民事訴訟法第１７条をベー

スにした形で文言を考えていかなければいけないのかなと思っておりますが，今，御指摘の

あった点につきましては，さらに文言を磨いていく必要があろうかと思っております。

○古田幹事 趣旨としては，平成９年 高裁判例をそのまま法文化する意図ということでよろ

しいのでしょうか。

○佐藤幹事 この判決で言っている実質的な内容をそのままという趣旨なのですが，文言とし

てこれでいいのかというところは確かに検討の余地があろうかと思います。

○道垣内委員 平成９年の 高裁判決をどう評価するかということだと思うのですけれども，

この要件を書いてしまうと， 初に戻って考え直すということになりかねないと思います。

特に平成９年の 高裁判決は，個別の管轄原因は考えずに，特段の事情の判断だけで結論を

出したものです。このような条文が置かれますと，この条文だけがすべてであるということ

になってしまうおそれがあり，せっかく立法して明確化あるいは透明化しようとしている趣

旨を著しく損なうのではないかと思います。

規定を置くのであれば，国際裁判管轄の局面では移送はできないけれども，民事訴訟法第

１７条に倣って，国内であれば移送するような場合に限ってその判断を変えるという定めの

ほうが，限定的な適用が確保されるのではないかと思います。

確かに，おっしゃるとおり，両者の要件はほぼ同じかもしれません。ただ，言葉を見ます

と，「公平」と「衡平」との違いがあるので，正確には比べられませんけれども，裁判の適

正という点が原案のほうにはあり，民事訴訟法第１７条のほうにはありません。ただ，実際

の裁判例，例えば台湾の遠東航空事件判決ですと，裁判の適正というところで，証拠が入手

しづらいということに言及していて，それは民事訴訟法第１７条で例示していることと同じ

であります。そこで，その点は同じであるとしますと，違いとしては，例えば準拠法が外国

法だという事情が原案では勘案されることになるのかもしれません。この点は裁判官によっ

ても違いがあると思いますけれども，審理したくない事件について，ともすればこの条項を

活用することにもなりかねないというか，そういうおそれがなきにしもあらずではないかと

懸念されます。むしろ原案の表現よりは，第１７条の条文の言葉を使ったほうがいいのでは

ないかと思います。

以上です。
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○鶴岡委員 今，御指摘の点ですけれども，安易に特段の事情で却下するのはというのはおっ

しゃるとおりだろうと思います。要件をどう書くかというところは実質的にそれほど違わな

いのではないかというところは私もそのように思うのですが，ただ，やはり民事訴訟法第１

７条というのは，あくまで移送の要件を定めた規定でありまして，裁判所が移送をすると判

断したら，その事件が当然相手の裁判所に行くということが前提になっているのではないか

と思うのです。ですから，国際裁判管轄の場合には，どうしてもそこが実現できないという

ところがありますので，同列に論じることには少し違和感がございます。

○古田幹事 私は民事訴訟法第１７条の文言を使うよりは，平成９年 高裁判例の文言のほう

がいいのかなと思っています。違いは，道垣内委員がおっしゃったように，裁判の適正とい

う観点が入ってくるかどうかという点です。民事訴訟法第１７条の場合には，国内の裁判所

の間での移送ですので，例えば東京地裁で本案審理をするのか，大阪地裁でするのかという

問題です。そこで想定されているのは，どちらの裁判官も同程度に法律に精通をしていて，

同程度に適正な判断ができるという想定だと思うのです。しかし，国際的な局面ですと，例

えば日本の裁判所でやるのか，スイスの裁判所でやるのかというのが問題になるわけです。

今回の部会資料１２の９ページの(３)で引用されている東京高裁の裁判例は，私が被告代理

人を務めた事件だと思うのですけれども，この事件はスイスにおける銀行実務，銀行法令が

問題になった案件でした。このような案件では，日本の裁判所がスイスの銀行関係の法令で

すとか銀行関係の商慣習について判断をするのと，スイスの裁判所がそれを判断するのとで

は，やはりスイスの裁判所が判断したほうがより適正な判断ができるのではないかなと私は

思います。そういう意味では，国際的な局面では，やはり裁判の適正が問題にならざるを得

ません。

日本の裁判所で外国法の適用をするのはもちろん想定はされていますし，できるのですけ

れども，そうはいっても，やはりその外国でやったほうがより効率もいいですし，適正な判

断もされる可能性が高いと思います。そういう意味では国際裁判管轄の調整をする条文とし

ては， 高裁の平成９年判例の定式化のほうがよいのではないかと考えます。

○佐藤幹事 適正という表現を別に排斥するという趣旨は全くないのですが，証拠の所在地は，

国内の移送の場合でも考慮されている要因で，考慮されている要因というのは非常に近いも

のがあるのではなかろうかと思います。ただ，文言として，証拠の所在あるいは裁判が事件

の内容等に照らして適正という表現をこの国際裁判管轄の要因としては使うということはあ

り得るのかなとは思うのですけれども，ただ，それが適正という言葉を民事訴訟法第１７条

が使っていないのは，考慮要因が違うということではなくて，基礎にある考慮要因は非常に

似ているのではないかという趣旨です。

それから，どういう要因を考慮するかということで，具体的な証拠の所在とか，当事者の

応訴の負担等の要因を具体的に書くかどうかということは，書くとなると裁判所はそれをあ

る程度要因に沿った形で検討していくということになろうかと思いますので，書き込んでい

くのか，書くとすればどのような要因を書いていくのか，考慮してはならないネガリストみ

たいなものを法案上書いていくというのは非常に難しいと思うのですが，問題になるのは準

拠法等だと思いますけれども，そのあたりも少し御議論をいただければと考えているところ

でございます。

○手塚委員 私は古田幹事と同様で，もともとの制度趣旨が，移送と国際裁判管轄の例外規定
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としての振り分けというのでしょうか，特段の事情で排斥するというのとは違うということ

もあり，裁判の適正という要素は結構大きいと思っていますので， 高裁の文言を余り広く

適用して特段の事情で却下するという方向に行くのは戒めるとしても，要件論としては 高

裁の言っていることに沿ったほうがいいと思っています。例えば知的財産のところで，侵害

訴訟については専属管轄にはしないというのはあったのですけれども，どう見ても日本の裁

判所が日本の特許権の範囲だとかそういうものを判断したほうが外国の裁判所がやるよりは

裁判の適正という意味では確実のはずでありますし，逆もしかりではないかと思うのです。

ですから，移送の場合は，東京で裁判をしても，札幌でやっても，裁判官の熟達度というか，

法律についての知識，経験は同等で，ただ，場所が違うという話になるのですが，国際裁判

管轄の場合は，場所以上に裁判官自体が違うというのですかね，ですから，そういう意味で

は，移送の規定をそのまま持ってくるような感じはちょっとまずいのではないかなと思いま

す。

○髙橋部会長 日本の裁判の実績も積み重なっているところでもあり，濫用は戒めなければい

けませんが，特段の事情による管轄否定ということ自体は条文化してもよいというのが大方

の御意見だということでよろしいでしょうか。

その上で，民事訴訟法第１７条の移送を持ってきたほうがいいのか，それとも 高裁の判

決文を参照したより一般的な書き方のほうがいいのかという御議論でしたが，ある意味でし

ょせん一般条項ですので，より一般的な表現のほうがいいという御意見のほうが強かったと

思います。しかし，ポイントは表現のみならず，適正というところで，準拠法，所属国の裁

判所のほうに少し優先度を認めるかどうかというところがあるようですが，しかしここはも

う解釈論ですね。

○横山委員 私は，公平，適正，迅速という言葉を使うのは適切だと思うのです。これはもち

ろん 高裁の判旨の中で使われた文言ですけれども，大体こういう観点からやるよというの

は，やはり池原先生がおっしゃったことだと思うのです。そのときのことは，法技術的なこ

とよりも，理念として，とにかく主権とは関係ないと，対人主権とかいうような観点から管

轄権は日本が決めるものではないと，それから，内国人，外国人，日本人をあるいは日本の

会社を優先して有利に管轄権を決めることもせず，純粋に訴訟法上の観点から決めるという

点で，そういうメッセージを消極的に送っていたものです。単純に第１７条の特段の事情の

有無を判断するに当たって，考慮すべき要素の指針を示すような，指示するような原則だけ

ではなかったと思っているので，私はこの適正，公平，迅速という文言を使うのは，メッセ

ージ性，それまでの学説の考えていた管轄権の決め方と逆の，とは違うものという，今の通

説というか，普通の考え方に方向性を示した意味で非常に意味が大きいので，単純に考慮要

素を方向づけるような指針だけにとどまらないと思っております。

もう一つは，適正と外国法の適用ですが，それは外国の裁判所が自国法を適用するほうが

確かに適正なのだとは思いますけれども，それも言い始めたら，もうそれはすべてのことに

ついて言えるので，一般的に古田幹事がおっしゃったような例が本当に日本が不適切な裁判

を行う例なのかというのは，やはりちょっと具体的な事案を見てみないと分かりません。他

方で，では日本の裁判所がこの法律は全く日本では適正には適用できないというのが絶無か

というと，そんなことはないのだろうと思います。それはどう考えてもやはり，日本の裁判

所に幾らコーランをきちんと理解せよといってもそれは無理なことなので，イスラムの宗教
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裁判所の裁判官のほうがやはりより適切にコーランを適用できるでしょう。場合によっては

適正に日本の裁判所が法を適用できない場合もあるのだろうと思います。

しかし，外国法の適用について，外国の調査もしなければいけないと思いますが，それは

絶無だとは言えないけれども，非常に例外的な場合に起こることであって，やはり基本的に

は日本の裁判が外国法を適切に適用できるのだという前提で物を考えていかないといけない

ことだと思います。

○手塚委員 文言は再度お考えいただくということだったのですが，やはり弁護士会内部で議

論したときに，今の御提案の文言ですと，何か迅速，適正な裁判ができないということにな

ってしまいます。比較の問題で言えば，例えばアメリカの法律の問題，あるいはアメリカで

起きたことについて，日本でやったほうがより迅速ではないという場合でも，何か日本の裁

判所から見れば，いや，日本でやっている中では一番迅速かつ適正にやっているんだという

言い分もあると思うし，何か迅速，適正な裁判ができない場合だと認定をするのはかなり厳

しいと思うのです。

だから， 高裁はそういう迅速，適正，公平な裁判という理念に反する特段の事情と言っ

ているわけですから，理想的ではないという程度だったら，そういう場合もあると思うので，

そういうレラティブリーというか，比較の問題としてこちらでやるほうが，同じ迅速でもや

はり理念に反してしまうというところまで含めていいのではないでしょうか。そうでないと

特段の事情の例外的機能がほとんどもうワークしないぐらい狭く解されてしまうと思うので

す。ただ，特段の事情の適用が余り広くなり過ぎるのももいけないということだと思います。

○古田幹事 横山委員がおっしゃっていた点は全くそのとおりで，我が国の法の適用に関する

通則法は，日本の裁判所が外国法を適用することは当然前提にしています。なので，建前と

しては，日本の裁判所も外国法を適用して本案の判断をすることはできるはずなのです。け

れども，実務上はやはりかなり問題になることが多いのです。例えば，今，私が訴訟代理人

を務めている船舶の衝突事故の案件は，日本の国際私法の考え方ですと，恐らくロシア法と

パナマ法が累積適用されるという事件です。これを日本の裁判所で審理，判断をするときに，

ロシア法の内容とパナマ法の内容を日本の裁判所が如何にして調べるのかというのは実際上

かなり困難が生じます。例えばニューヨーク州法などの事件もよくあるのですけれども，こ

れも訴訟になりますと，原告・被告の双方が，同じ法律の論点について真っ向から対立する

鑑定意見書を出してくるという状態になってきます。そうしますと，日本の裁判官がどちら

が正しいかを判断するのは相当難しいということは，これは実務上としてはままあることで

ございます。

○髙橋部会長 それを含んだ上での御発言だろうと思いますが，それでは，②に進ませていた

だきます。外国の裁判所が管轄権を有することを独立の要件とするか，それとも一つの要素

とするかというところですが，こちらはいかがでしょうか。

○鶴岡委員 率直に言って，甲案と乙案の違いが分かりません。御説明の中では，外国の裁判

所に管轄権がない場合であっても訴えを却下できるのが乙案だと書いてあるのですが，外国

の裁判所に管轄権がないことを認識しながら，特段の事情で訴えを却下するということがあ

るのだろうかと考えますと，多分ないと思います。

先ほどから議論が出ておりますけれども，表現がどうかは別として，日本国内で裁判を行

うことにより公平，適正かつ迅速な裁判が実現できるかどうかというのは，要するに比較の
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話だろうと思いますので，裁判官としてはどこかには管轄はあるということを前提にした上

で，特段の事情があると判断をするのだろうと思います。そうなると，乙案をとった場合で

も管轄権があるということは当然前提にして判断しているのではないかなと思いました。

○手塚委員 私も同感でございます。ただ，独立の要件として書いて，常に必ず認定しないと

駄目なのかというと，そこまでやる必要もなくて，いや，この被告はここで却下したのだっ

たら，こちらで訴えたときに管轄を争いそうだというときに，そこをきちんと管轄を争わな

いということを合意書か何か出させてやればいい話だと思うのです。アメリカでフォーラ

ム・ノン・コンビニエンスで却下をするときも，裁判所はしばしば，では却下してやるけど，

そのかわりここで訴えられたら管轄を争いませんと一筆書けとやっていますので，それは法

律の条文でそういう念書を出させることができると書かなくても，運用でやればいいのでは

ないかなと私は思います。

○松下幹事 甲案と乙案の違いがあるのかという御指摘がありましたけれども，しかし甲案の

ように独立の要件にすると，それを認定しなければいけないわけです。ですから，神様の目

から見てどちらかということとは別に，日本の手続の進行の中でどういうふうに明らかにし

なければいけないのかということを考えると，甲案と乙案というのはまた違いが出てくるの

だろうと思います。管轄があることを積極的な要件としますと，例えば外国で訴えを提起す

る前ならば，住所は明らかにあればいいでしょうけれども，明らかではない場合もあるでし

ょうし，それから外国で仮に訴えを提起されていても，外国での手続はどの手続段階まで進

んだら管轄があると日本から見て手続的に明らかになるのかというのも，これまた一義的に

は明らかではないわけです。そういう手続進行を考えますと，甲案をとると，日本の手続が

重くなることがあるのではないかと思います。ですから，実際には判断のプロセスはそう変

わらないのだろうと思いますけれども，独立の要件とするというのは要らぬ手続の重さを招

くことになるのではないかと思うので，私は乙案に賛成です。

以上です。

○髙橋部会長 ②については大体そういう御意見でよろしいでしょうか。

それでは，③の中止の規定を置くかどうかという点ですが，ここはいかがでしょうか。

○古田幹事 中止というのは要するに，しばらく日本の手続を止めて様子を見たいという場合

だと思うのですが，実際上そういう場合は，要するに外国で訴訟が係属している，いわゆる

訴訟競合の場合というのが恐らく多いのですけれども，ここでの一般の規律で今おっしゃっ

ている③というのは，特に訴訟競合に限らずほかの場合であっても中止ができるようにして

おこうという趣旨ですか。

もしそうだとすると，訴訟競合以外で中止をしたほうがいい場合というのはどのような場

合なのですか。

○佐藤幹事 訴訟競合という概念をどう考えるかというところはあるのですけれども，ここで

想定しているのは研究会の中での議論を踏まえたものであり，外国の裁判所の管轄があるか

どうか分からないが，ほかの事情に照らすと，特段の事情があると判断されそうな場合です。

ただ，外国の管轄が分からないので，それが判明するまでは中止をしておくということが想

定されています。外国の裁判所に訴訟が係属したとしても，すぐに管轄の有無についての判

断が出るとは限りませんので，もちろん競合状態になっているということはあるのだと思い

ます。想定していたのは，そういう状況であろうかと思います。
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ただ，実際上は，訴えを提起しなくても，被告が外国人であれば，普通裁判籍はその外国

にあるということもある程度明らかになる場合もあるでしょうし，逆に原告としては是非日

本でやってほしいということになりますと，原告がまた外国で訴訟を提起して競合状態にな

るかどうかもはっきりしない場合もあり得ます。そうすると，中止の要件というのを設ける

場合にどう定めていくかという点は，非常に我々としても難しいなという印象でございます。

それで③のＡ案は一定の要件を満たす場合にはという抽象的な書き方をして，それで検討し

たものとして１０ページの（注）１のかぎ括弧内を書かせていただいたのですが，先ほど説

明させていただきましたように，国内法との中止の規定，あるいは外国で必ずしも訴訟が係

属するとは限らないものですから，その要件等を明確に書くというのはなかなか難しいとい

う印象は持っております。

○手塚委員 例えば先ほどの知的財産の場合，アメリカはちょっと違うかもしれませんが，ド

イツの特許権などの侵害訴訟で，ドイツで向こうの申立てがあるときに，被告も原告も日本

に裁判籍があるものの，特許権はドイツのものだというときに，特許法で一応日本の特許だ

ったら中止できるという規定はあると思うのですけれども，外国特許について中止できると

いう規定はないので，そういう場合に中止するというときに使う意味はあるのかもしれませ

ん。けれども，私はそういうもののためにこういう大きな規定を入れると，本当は中止しな

いでどんどんやってほしいときにとまってしまうという弊害のほうが大きいのではないかな

という危機感を持っていて，訴訟競合の場合以外で本当に中止しなければいけない，かつ追

って指定みたいなことでは対処できない事例が本当にどこまであるのかはかなり懐疑的です。

○古田幹事 現在の実務ですと，特段の事情がある場合には却下をするしかないという状態な

ので，今の時点で却下するかどうか決断がつかない，もう少し様子を見たいというときには，

期日の追って指定をするか，あるいは期日は指定するけれども，事実上何もしないで期日を

延期して重ねていくという方法がとられているのだろうと思うのです。その場合の問題は，

訴訟を進めたい当事者にとって不服を申し立てる手段がないことです。そういう意味では中

止という制度を設けて，中止決定に対して例えば即時抗告ができるという仕組みにしたほう

が，より公明正大な制度なのかなと思います。

そういう意味では要件も，１０ページの案に書いてあるように絞ってしまうよりは，もう

少し裁判所の裁量で広く中止ができる，中止の期間も裁判所の裁量で適宜決められるという

制度のほうがいいのかなと私などは思うのです。ただ，この点につきまして，以前，弁護士

会で裁判官の方をお招きして講演会をやったときには，裁判所としてはそういうものをつく

られるとかえって困るという御意見もあったように記憶しております。

○朝倉幹事 今の古田幹事のおっしゃった中で，非常に裁判官の裁量を大きくしておくという

話と不服申立てをするという話があったのですが，私の頭の中ではどうもそれは矛盾するの

です。なぜかと言いますと，裁判官の裁量なのにもかかわらず，不服申立てを受けた高裁の

裁判官は一体何をもって原判断がおかしいというのか，要するに，こういうときにはこうい

う判断をしなければいけないというのがある程度きちんと決まっていませんと，不服申立制

度を作っても意味がありません。一審と二審で単にそれぞれの裁量が違うだけということに

なりますと，そういう制度をそもそも今の日本の訴訟制度の中に作っていけるかなと考えま

すと，ちょっと難しいかなと思います。その要件の内容についても，何を審査の対象にする

かにもよりますけれども，先ほどのいろいろな話にも出てきましたが，難しいものが出てき
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てしまうということになりますと，重たいだけの手続で，実益なしということになりかねな

いのではないかと思います。

それから，中止をしてしまいますと，結局，その間，期日を開けませんので，当事者から，

状況が変わりつつあるからこうしたほうがいいのではないかというような話をすることもで

きないということになってきます。そうすると，現実問題としては，担当している裁判官に

訴訟を進めてほしいときには，その裁判官を納得させればいいわけですから，それこそ，そ

ういう期日を設けたほうがよっぽど実益はあるのではないかと個人的には思うのです。

○古田幹事 朝倉幹事がおっしゃるように，裁量という用語がちょっと不適当だったかもしれ

ないのですけれども，例えば現在でも国際裁判管轄の判断の枠組みの中で，特段の事情とい

うのがあって，要件は 高裁の言うところによると，裁判の適正・迅速，当事者間の公平と

いう幅のある要件で，それについて一審と二審で判断が違うということもあるわけです。私

が申し上げたかったのは，ある程度一般的には要件を決めておいて，その中身の判断を原審

と即時抗告審でそれぞれやってもらってはどうかというアイデアです。だから裁量という表

現はちょっと不適切かもしれません。要件をもう少し一般化してはどうかという趣旨です。

それから，裁判所が状況をモニターできないというのは，そうかもしれないのですが，し

かし逆に言うと，期日が空転していて不服を言えない当事者がいる場合にどうするかという

問題もありますので，例えば中止をしておいて随時進行協議をやってみるといった方法はで

きないでしょうか。あるいは書記官が代理人に電話をして，事実上，状況を聴取するとか，

よく裁判官が代理人と事実上の面接を行うというようなこともあるように認識しております。

おっしゃる点もごもっともだと思うのですけれども，どちらの要素をより重視するかという

問題かなと思います。

○手嶋幹事 正に古田幹事のおっしゃった点は，ある意味，追って指定をしていくような裁判

所の訴訟指揮を拘束したいということだと思うのですが，そうであるとすれば，裁判所もあ

る要件が備わった場合には中止をしなければならないという形にしませんと，そこのところ

の縛りはかからないということではないかと思いますので，その点補足をさせていただきた

いと思います。

結局，こういう要件が整えば裁判所は追って指定などという運用はせずに中止をしなけれ

ばいけないということにしないと，御指摘のような趣旨での不服申立てうんぬんということ

は出てこないのではないかと思うのです。

○古田幹事 制度をどこまで重く組むかということなのですけれども，それは恐らく中止の申

立権を認めるかどうかという問題で，申立権がなければ，中止の申立てをしたけれども裁判

所が中止しなかった場合には不服は言えないということになりますし，申立権があれば，中

止の申立てをして，裁判所がそれを却下すれば，その中止の申立却下決定に対して不服が言

えるということになると思うのですが，そこまでの制度にするかどうかという問題は確かに

あるのだろうと思います。

○朝倉幹事 中止するときはいいのですが，解除するときという問題もあろうかと思うのです。

中止のときの要件もあるのですが，一体どういうときに解除するのか。これまた頭を悩ませ

るもので，うまく作れるかというと，事務局のほうで作れればいいのかもしれませんが，私

どもで考えているとなかなかいい案が出てこないというところもございます。要件のところ

も難しいし，中止できるとして，これを使いやすくしようとすると，今度は不服申立制度を
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作ることが理論的に難しくなってきて，だとするとそもそもの問題意識は解決しないし，し

かも解除するときにはなかなか難しいことになります。現状でやっている訴訟運営で特段の

問題が生じているとも私のほうでは把握していないということになってくると，そういった

制度をつくるのはどうなのだろうかと思います。

○髙橋部会長 資料にありますように，外国の立法例だとないわけではありません。ただ，日

本の法律の条文としてつくるとなると，御指摘のように，いろいろと難しいところはあるの

でしょう。しかし，絶対できないかと言われると，そこは工夫の余地はあるのでしょうが，

しかしそこまでコストをかけてやるべきものかという問題もあると思います。

それから，中止ができるではなくて，中止をしなければならない，つまり，追って指定と

いう運用を排除するという条文は恐らく書けないのでしょうが，ただ，これも心構えの問題

なのでしょうかね，追って指定の濫用もまた問題なので，追って指定は本当に指定なのだろ

うかと言われれば，そういう点はあるのでしょうが，しかしそれは実務の知恵ですから，絶

対駄目だというわけではないのですが，中止することができるという規定になれば，運用と

してはそちらに行くべきものになるのでしょう。

結局，繰り返しになりますが，どこまでコストをかけていい条文をつくるか。将来のこと

は見通せませんけれども，先ほど佐藤幹事から出てまいりましたが，特段の事情を使うのは

大体，普通裁判籍が外国にある事件で，日本に普通裁判籍があって特段の事情というのは，

理屈の上ではあり得るのでしょうが，余り考えられません。そうだとすれば，先ほど松下幹

事が言われましたように，外国に住所があるということ自体が，本当に住所があるのか危な

いという事件があるのかもしれませんけれども，今までの日本の裁判の経験からすると，膨

大なコストをかけなくても何とかなりそうなところだということなのですかね。ただ，せっ

かくつくるのですから頑張りましょうということもあっていいわけですが，第一読会として

は大体そのような感触というまとめ方でよろしいでしょうか。

では，ここで休憩をとらせていただきます。

（休 憩）

○髙橋部会長 再開いたします。

資料１２の１１ページ，２の国際訴訟競合に関する規律ですが，まず説明から入ります。

○佐藤幹事 それでは，この点は私から御説明をさせていただきます。

研究会の報告書を改めて読み直してみますと，まだかなり検討を要するとされている点も

多いということと，全体的に概念が必ずしも統一されていない面もあるのかなという気もい

たしますので，通常の形式とは変えて，国際訴訟競合につきましては，それに含まれる問題

点あるいは論点を提示させていただいて，基本的にどういう方向にお考えなのかということ

を御議論いただくという形で部会資料を作ってございます。

まず，１１ページの①ですけれども，訴訟競合として規律する場面につき，競合という場

面が生じる状況といたしましては，外国の裁判所に先に訴えが提起されて，その後，後訴と

して日本の裁判所に提起され，そこで訴訟競合が生じる場合と，日本の裁判所に先に訴えが

提起され，その後に外国の裁判所に訴えが提起されて，そこで競合状態が生じる場合の二つ

が考えられるかと思います。１１ページの（補足説明）の１の（ⅰ）に記載させていただき
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ましたのは，外国の裁判所に訴訟が先行して係属しており，その後日本の裁判所に訴訟が係

属したという場合を国際訴訟競合の規律の対象とする，これが一般的な理解だと思うのです

が，さらに日本に先に訴訟が提起されて，後で外国の裁判所に係属された場合も含めて規律

をどう考えるのかという点についての共通の理解が得られればと思っております。

それから，②につきましては，同一の訴訟が競合して係属した場合ということになろうか

と思いますけれども，この同一というものをどう考えるのかという点で，（ⅰ）は既判力が

及ぶ範囲を比較することによって同一性を判断する，あるいは，（ⅱ）に記載させていただ

きましたのは，請求の基礎となる事実が同一であれば，その訴訟は競合して係属していると

考えることができるのかというところについて，少しお考えを教えていただければと思って

おります。

それから③は，訴訟競合が生ずる場合の訴訟係属の概念をどう考えるのかということで，

これは法律の文言に反映するものではないかもしれませんけれども，外国の民事訴訟法に照

らして係属の概念を考えるのか，あるいは日本の民事訴訟法に照らして送達が終了して管轄

について争えない状態になっているということを要すると考えるのかという点が問題になろ

うかと思いますので，これも基礎的な論点という形で提示させていただいたものでございま

す。

それから④が考え方の分かれるところかと思いますけれども，訴えの却下又は中止の要件

をどう考えていくのかということで，④では却下を取り上げてございます。ここに掲げてあ

ります甲案，乙案，丙案，丁案は，これが必ずしも現代の学説を忠実に反映しているのかど

うかという点は心もとないところもありますが，甲案は，外国の訴訟が確定判決に至ること

が明らかということと，日本において承認されることが予測されるときということを要件と

して却下することを認めるという考え方でございます。乙案は，むしろ国際裁判管轄の問題

として国際訴訟競合を考えるということで，適切な法廷地が日本より外国である場合には，

日本の裁判所の国際裁判管轄を否定するという考え方であると私どもとしては理解しており

ます。それから，丙案は，甲案と乙案の折衷的な考え方でございまして，外国の裁判所にお

ける訴訟が確定判決に至ることが明らかだということと，外国の裁判所が出した確定判決が

承認されることが予想されるときに却下できるとするものですが，どちらの法廷地が適切か

ということを比較衡量して，外国より日本のほうが適切な場合にはこの限りでないものとす

るという形で記載させていただいております。丁案は，そういう国際訴訟競合についての規

定を設けないというものです。その点について消極的な見解ということで挙げております。

１３ページの（注）１につきましては，それぞれ甲案，乙案，丙案，丁案をとった場合に

問題となるであろうという点を議論の題材として掲げさせていただいているものでございま

す。

それから，１３ページの（注）２ですけれども，これは特段の事情との関係をどう考える

のかということで提示をさせていただいている論点でございます。具体的な裁判例は，１４

ページの（参考）１に長々と書かせていただいたわけですが，国際裁判管轄がないという主

張と，国際的な二重起訴で不適法だという主張が両方されているケースがございます。その

場合，国際裁判管轄の面では特段の事情の中で外国の審理の状況を考慮しているものがあり，

他方，国際裁判管轄が肯定できる場合には，今度は二重起訴の適法性というような観点から

判断をしているものがあります。
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実際の訴訟におきましては，国際裁判管轄の中で外国の訴訟の内容が考慮される場合，そ

れから，同じ訴訟の中で二重起訴の適法性というような観点から両方の主張がされる事案が

ありますので，今後もそういう形で裁判の中では問題になる可能性があります。そうします

と，特段の事情という点と訴訟競合との関係をどう考えるのかというところが一つ問題にな

ろうかということで，（注）２を挙げさせていただいたものでございます。

それから，これを管轄の問題としないということになりますと，判断の基準時をどう考え

るのかということで，１３ページの（注）３で問題提起をさせていただいております。これ

は訴えの利益に関係するものだということになると，訴えの提起時が基準になるということ

にならないのかなと思います。管轄の問題で考えるとなると，訴えの提起時が基準になるの

かなと考えておったのですが，一応論点として提示させていただいたものでございます。

それから，本文⑤でございますけれども，これは中止に関する規律についての問題提起と

いうことで，１５ページのＡ案に書かせていただいたのは，一定の要件を満たす場合にはと

いうことで，かなりあいまいな書き方になっておりますけれども，一定の場合に中止を認め

るというものです。この一定の場合について，一つの考え方といたしましては，外国の裁判

所に係属する訴訟の確定判決が日本において承認されることが予想される場合に，一定の期

間，相当な期間を定めて中止するというようなことが考えられるかということで，１５ペー

ジの（注）１に掲げさせていただいております。

それから，Ｂ案，Ｃ案は，いずれも中止の規定を設けないということですけれども，国際

訴訟競合の規制に消極的な立場から設けないという場合と，それから追って指定等の形で事

実上の中止で対応できるという考え方があろうかと思いますので，ＢとＣに分けたというこ

とです。

中止と却下，いずれも認めるとなりますと，それぞれ中止の要件，却下の要件をどう規定

するのかということが問題になろうかと思いますので，その点も１５ページの（注）２で問

題提起をさせていただいております。

○髙橋部会長 それでは，これもどこからやってもいいのですが，①は，我々が何を対象とす

るのかということですので，ここだけは先にやらせていただきましょう。

国際訴訟競合として我々が立法を考えるときに，典型例は外国で訴訟が先行している場合

でしょうが，それのみならず，日本で訴訟が先行した場合も含めて規律するかどうかという

ことですが，委員・幹事の方の御意見をいただきたいと思います。

○古田幹事 恐らく両方含めて考えたほうがいいだろうと思います。というのは，訴訟係属の

基準がそもそも何かというのは，争いがあるところです。日本の民事訴訟においては，訴状

送達時が恐らく通説なのですが，訴え提起時という説もあり，知財高裁の平成１９年４月１

１日決定も訴え提起時説に立っておりますので，基準がはっきりしません。まして外国にお

ける訴訟係属というのは，当該外国の民事訴訟法でどうなっているのか分からないという問

題があります。また国際的な事件ですと，送達で半年，１年かかることもございますので，

どちらの基準をとるかによって訴訟係属の前後が大きく変わるということもございます。そ

ういう意味では訴訟競合の規律を考える場合には，どちらが先に係属したかを問わず，規律

の対象だと幅広に考えていたほうがいいのではないかと思います。

○山本(和)幹事 これは，恐らく後の④でどの案をとるかによって違ってくるのだと思います。

乙案のような，要するに管轄の中で考えるのだという考えをとれば，古田幹事のように，そ
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れは先に係属していていようと後から来ようと，それは考慮要素の一つだという考え方にな

りやすいのかなと思うのです。けれども，甲案や丙案のように，国内の二重起訴の問題とあ

る程度パラレルに問題を考えていこうということになると，どちらかというとやはり（１）

の局面で，まず外国で訴訟があった場合に，その訴訟の判決効が日本に及ぶとすれば，それ

は日本で訴訟が先に起きて，別の裁判所で起きているような場合と同じように考えられて，

だから二重起訴になるのだという方向に傾きやすいのかなと思っています。私はどちらかと

いうと，後に多分意見を言うかもしれませんが，後者のように考えていますので，そうする

と，（ⅰ）の局面を考えていくということになるのかなと思います。逆に言えば，（ⅱ）の

局面は，外国のほうでも同じように二重起訴になるかどうかは考えてほしいという話になろ

うかと思います。

○道垣内委員 私も今の山本幹事と同じことを申し上げようと思ったので，言うまでもないの

ですが，これは処理の仕方次第ですので， 初に決めるわけにいかないのではないかと思い

ます。

○髙橋部会長 もちろんそうです。決め切ってしまうわけにはいきません。

古田幹事のようなお考えももちろん，典型例は外国で先に訴訟が起こされるという問題な

のでしょう。そうでなければ，先ほどの特段の事情との関連だと思われます。大体の御感触

は分かりました。

それから，今日お休みの山本弘委員が以前言われたのですが，訴訟競合の問題は国内法に

引き付けると管轄の問題よりも広い意味の訴えの利益の問題があるのだということでした。

それはしかし国内法に引き付け過ぎた考え方かもしれませんけれども，先ほど佐藤幹事の話

にもありましたので，そういう問題が伏在しているということでしょう。

それでは，あとはどこからでも，御意見，御質問をいただければと思います。

○古田幹事 先ほど山本幹事から御指摘があったように，私は④の規律で，恐らく乙案の発想

なのです。といいますのは，国内の二重起訴の場合には，訴え提起で訴訟係属の前後を決め

るにしても，あるいは送達の前後で訴訟の係属の前後を決めるにしても，その後どちらかか

らどちらかに移送するという方法で本案の審理をする裁判所を変えることも可能なのです。

けれども，国際民事訴訟の局面ではそれは不可能ですので，どちらかの形態だけを切り捨て

るということにしてしまいますと，訴えの前後だけで勝負が決まる部分が非常に大きくなり

ます。

かつ，訴え提起時を基準にすればまだ分かりやすいのですが，訴状送達時を基準にします

と，国際的な送達には非常に時間がかかりますし，また例えば日本から外国へ送達をする場

合と，外国から日本の場合で，相手国が同じであっても所要日数が違うということもござい

ますので，そういう偶然の事情によってどちらの訴訟が優先するかが大きく変わるというの

も，何か落ち着きが悪いように思います。

そういう意味では，乙案のように，いろいろな事情の一要素として考慮するという枠組み

のほうが，実務的に処理がしやすいのではないかと思います。実際上の訴訟競合が起こる場

合というのは，訴訟前に当事者間で交渉をいろいろやっておりまして，結局，訴訟外の交渉

がまとまらなくて，どちらかが先んじて訴えを起こし，それを知った相手方が慌てて自分の

国で訴え返すというような場合がままあります。そうすると，訴えの前後自体も数日しか違

わないというような場合もあり，どちらが先に訴えたかで結論が大きく変わってしまうとい
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うのも，私の感覚で言うと，ちょっと据わりが悪いのかなと感じます。

○山本(和)幹事 私は，丙案がいいのではないかと思いました。古田幹事がおっしゃるように，

やはり訴え提起の前後だけで完全に決まってしまうというのは問題であることは多分間違い

ないと思うのです。

ただ，やはり日本の訴訟でも一応先に訴えたほうの訴訟手続が進んでいって，先の訴訟の

既判力が及ぶ範囲については，後の訴訟はとりあえずできないという形で判決が抵触すると

いうことを基本的に防止しているという，二重起訴で言われるところの問題というのはやは

り国際的な訴訟競合の場面にもあって，それをやはり基本的に規律すべきだけれども，例え

ばアメリカ等で先に製造物責任とかでの賠償訴訟が提起されて，その後日本で被告である日

本企業が債務不存在確認訴訟を起こすというような例は今までもあって，そういうような場

合に，先にアメリカで係属したからといって常に日本で却下するということは相当ではなく

て，ここに具体的な事情を総合的に比較衡量しとなっていますけれども，やはり日本のほう

が法廷地としてより適切であると認められる事情がある場合には，日本に言わば管轄地を引

き戻すという余地は認める必要があると思っておりまして，そういう意味では，丙案という

のは合理的な規律なのではないかなと思っております。

以上です。

○手塚委員 私もこの中では丙案がいいのではないかと思っています。結局，古田幹事がおっ

しゃるように，どちらが先かとかで勝負が決まってしまうのはおかしいというのは，それは

そうかもしれませんが，それほど前後のところで勝負が必ず決まるということではないと思

うのです。丙案にした場合は，全体として見るわけで，ただ，どう見ても外国のほうが遅け

れば，日本は日本としてやればいいというだけの話で，外国が仮に先だからといっても，そ

れだけで別に待たなければいけないわけではなくて，外国で出る判決が日本で承認できるよ

うなものであった場合に，却下できるだけですし，日本のほうがベターだというのならば，

日本でやってしまえばいいということです。つまり基本的には二重起訴だと駄目だというの

ではなくて，日本の裁判所は，権限はあるけれども，それを行使しない典型的な場合として

はこういうのだというぐらいにしておいたほうがいいのではないかと思います。

いろいろな本で，日本の企業がアメリカで訴えられると債務不存在確認訴訟で対抗してい

るかのように書かれているようですが，実際には，では，それでアメリカで欠席できるかと

いったら，ちょっと怖くてできないし，逆に日本であれこれやっていることが陪審員だとか

その他の人に非常に悪影響を与えたりするとか書いてある文献もありますし，なかなかそれ

は定着した実務とも言えないと思うのです。だから，余りこの問題が国際民事訴訟法で常に

起こる問題だと考えるよりは，ある程度日本の裁判所の裁量を広く認めておくぐらいの感覚

でいいのではないかと私は思っております。

○道垣内委員 私も丙案です。先ほど古田幹事のおっしゃった点なのですけれども，まずは訴

訟の訴えの時期が，どちらを早いと考えるかですけれども，訴訟係属という非常に特殊な概

念で考えると，そういうことをそもそも考えない国もあると思いますので，なかなかうまく

いきません。各国の法律によるといっても，そこで考えていることが，今，日本でやろうと

していること，すなわち訴訟競合の要件としての訴訟の先後を決めるという目的と合わない

可能性もありえます。事実的なこととして，何か公的なアクションをきちんととったという，

要するに裁判所に何か書類を提出したといった時点をもって，早いか遅いかを一応決めると
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いうことぐらいしかないのかなと思います。

それから，どのような訴訟が二つ起こったらこの問題になるのかということについても，

これもぴったり同じ場合だけに限定すると非常に限られてしまいます。また，様々な状況も

ありえます。そこで，両方の訴訟が判決に至ってしまった場合に矛盾する結果になるような

場合ということを上手に表現するほかないように思います。

このように，場合を厳格に限定せず，緩やかに定めておきますと，却下という処理方法だ

けでは足りず，訴訟の中止も認めておく必要があると思います。先ほど朝倉幹事から，でき

るというのでは困るという御指摘がございましたけれども，このただし書をつけるとすれば，

訴えの却下又は訴訟の中止をしなければならないと規定しても，一応対応はできるのではな

いかと思います。

○鶴岡委員 甲案と丙案は，基本的に共通のところはあると思うのですけれども，この規定が

本当に機能するのだろうかと現場の裁判官として疑問に思うところがあります。

この案というのは，確定判決に至ることが明らかであり，かつ，当該確定判決が日本にお

いて承認されることが予想されるときという要件を認定しろということを裁判所に要求して

いるのですけれども，果たしてこのような要件を認定できるのかというのは極めて疑問だと

思っております。例えば，外国で日本で言うところの高裁判決ぐらいまで出ているので，で

は上告審が出るのを待つかというぐらいであれば，まだ別なのですけれども，一審が始まっ

たばかりで，あと何年訴訟の審理がかかるか分からないという状況を前提にしますと，この

要件には当たらないという判断をせざるを得ないのではなかろうかと思います。その意味で

は，こういう要件を設けられるということは，日本の裁判官に対してすべて審理をしなさい

という規範を定立することになるのではないかなと思っております。

○山本(和)幹事 今の鶴岡委員の御指摘は誠にごもっともだと思います。私もやはり道垣内委

員が言われるように，中止の規定はこの局面では必要なのではないかと思います。

ですから，却下するのは，やはり外国の確定判決が日本において承認されると認められる

ときというような要件になるのかなと思っています。その要件が十分認定できないような場

合には手続を中止しておくというような規律にならざるを得なくて，やはりこれでは確定判

決に至ることは明らかで，承認されることが予想されるというのでは，やはりちょっと却下

の要件にはなり得ないのではないでしょうか。そこは裁判所に認定しろと言っても無理とい

うのはごもっともだと思いますので，そこに至るまでやはり中止をしておくということが必

要になるように思います。

○鶴岡委員 今の御意見に御質問なのですが，そうすると，中止の要件はどのようになるので

しょうか。

○山本(和)幹事 これは後でも出てくるのですが，どういうふうに明確に書けるか分かりませ

んが，その点の疎明とか，何らかのそういう，確定的に認められはしないけれども，そうい

う余地があるという場合に中止をするということになるだろうと思います。

○鶴岡委員 現実問題としては，外国に訴訟が係属していたらすべて中止せよという形でもな

い限りは運用できないのではないかという気もしますけれどもいかがでしょうか。

○山本(和)幹事 例えば，およそ承認の見込みがないような，例えば相互の保証がない国とか，

そういうような場合は無視をしてそのまま係属ができるわけですよね。

○鶴岡委員 そういう場合があることはそうだろうと思いますけど，ただ，ほとんどの場合は
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ということになりませんでしょうか。

○山本(和)幹事 しかしその場合，中止になって何か不都合はあるのでしょうか。

○鶴岡委員 訴訟の当初の要件ですよね。やるかやらないかという要件であるにもかかわらず，

ほとんどの場合に中止をするような規定というのは思想的に何かよく分かりません。

○山本(和)幹事 しかし，外国に訴訟が係属しているということはあるわけです。先に係属し

ている訴訟の決着をある程度見るということは，それほどおかしな話ではないように私は思

います。

○手塚委員 議論の大前提として，疎明的なもの，つまり相互の保証がない国ではない，ある

いは明らかに間接管轄がない問題ではない，あるいは明らかに公序良俗に反するような請求

でもないというところが出てきたときに，中止しなければいけないのか，それとも中止でき

るというだけの規定にするのかという，そこによって全然話は違っていて，１５ページによ

れば，中止することができるという制度ですから，私は裁判所が中止したほうがいいという

場合にできるようにしておけばよくて，何でもかんでも中止できるのではなくて，やはりそ

れなりに外国のほうできちんと確定して執行される余地があるなという場合でないと，ちょ

っと中止しないでくださいと，これでいいのではないかと思っています。

○髙橋部会長 そこが少し難しいので，こういう規定を置くとほとんどの事件が中止になって

しまう可能性があると思います。山本和彦幹事の御意見は，それでも別に構わないというこ

となのですよね。国内の起訴が却下になるわけですけども，中止にしておいて，判決が出れ

ば，それはそれでもう決着がつきますし，ある種の割り切りなのかもしれません。

○山本(克)委員 中止をして，再開した後の手続は却下なのですか。訴え却下を考えるのです

か。つまり，外国で判決が出て，確定してしまって，それを承認して，その承認された判決

を前提に本案判決するという選択肢もあると思うのです。中止をしなければならないとして，

そして再開要件をかなり，外国手続が済んだ段階に至ったということを要件とするのであれ

ば，却下という必要性は必ずしもないのではないでしょうか。

外国判決を承認して，それに見合った本案判決をすればいいということにはならないのか

という，議論がよく分からなくなってきたのですが，その点はいかがなのでしょうか。その

場合については，もう既存の判決があるから訴えの利益がないと考えるべきなのか，承認を

前提として本案判決をすべきなのか，どちらなのでしょうか。

○古田幹事 恐らく丙案をとって，かつ中止するという規定にした場合に，実際に我が国の訴

訟を中止するときというのは，日本が適当な法廷地とも断言できないけれども，外国の訴訟

が確定判決に至るかどうかが明らかでもないという状態だと思うのです。そうすると，中止

を解除する場合というのは，外国の判決が確定判決に至ることが明らかになって，かつその

判決が日本で承認されるということが予想される場合ということですので，その場合，その

時点ではまだ外国の判決は確定判決にはなっていないので，日本で手続を再開して却下とい

うのは理論的にはあり得るところだろうと思います。ただ，それに実益があるかどうかとい

うのは少し検討を要するかなと思います。

それから，御議論だと丙案のほうが多いようなのですけれども，今もう一度，乙案と丙案

を読み比べてみて，本当に適用の面で違いがあるのだろうかという気もします。例えば丙案

を採った場合，実際に確定判決に至ることが明らかである場合というのを果たして認定でき

るのかという問題があります。訴えはいつ取下げになるか分かりませんし，和解になるか分
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からないというようなことを言っていますと，そもそもこの丙案の本文に当たる場合という

のはなくて，結局，このただし書の具体的事情を総合的に比較衡量して日本が適切かどうか

というところが勝負になってきそうです。そうすると乙案と余り変わらないのかなという気

もします。

それから，今まで訴訟競合が問題になった下級審判決が幾つかありますけれども，その判

断というのは特段の事情の中で判断をしていますので，そうすると，実際の今までの事案の

処理というのは割と乙案のような処理をしてきておりますから，そういう意味でも今後の実

務という観点からも，余り要件を細かく決めてしまわないほうが，法律を作った後の実務が

やりやすいのではないかと思います。ですので，引き続き乙案を押していきたいと思います。

○佐藤幹事 丙案の話が随分出てきていますので，基本的に丙案は甲案と乙案のミックスのよ

うな形にはなっているのですが，私どもの理解としては，どちらかというと丙案は甲案の亜

流なのかなと思っています。乙案は質的にかなり違うものだと思います。管轄の問題として

扱うのか，訴えの利益の問題として扱うのかはかなり違うところだと思いますので，どちら

かというと，私どもの理解としては，丙案は甲案をベースにしながら適切な法廷地という点

も考慮していくという考え方であろうということですので，もし丙案も管轄の問題として考

えるということになりますと，そこはかなり違ってくるのではなかろうかと考えております。

甲案なり丙案をベースにしますと，訴え提起の時点の事情だけではなくて，訴訟の係属を

していく過程で，ほかの外国の裁判所の経過なども見ながら，その時点で中止なりをするこ

とができるという意味では，かなり違う面があるのかなと理解しているところでございます。

もちろんそれがこの部会資料のベースにはなっているわけですが，違う考え方もあり得るか

とは思います。

○青山委員 私もどちらかといえば丙案の考え方です。それで，中止した場合，その後をどう

するかということを山本克己委員から提起されて，ちょっと虚を突かれた感じもするのです

けれども，外国の判決が先に確定してしまえば，従来の考え方としては，日本で提起された

訴えは却下するということになると思います。外国判決が既判力を持っていれば，それは自

動承認されるのだから，それとは別に日本で判決をする必要がないということです。だから，

訴えの利益であれ，とにかく却下するという考え方が，今までの考え方から見ると素直だと

思うのです。

もちろん，今，山本克己委員が言われたように，その同じ内容の判決を日本だってすれば

いいではないかという考え方ももちろんあると思います。そうすると，外国判決に対する執

行判決などもらわずに，日本の判決で直ちに強制執行などができるという便宜があると思い

ますので，そういう立法論はあり得ると思います。そうしますと，まず外国判決が先に確定

しているところに，後から日本で訴えを提起する場合にどうするかというと，従来の考え方

では，それは訴えの利益はないとしています。外国判決を承認すればいいのだからという理

論ですので，ちょっと整合性が問題で，日本で訴えが提起されていた場合には別の扱いをす

るということを認めるかどうかということに行き着くのだろうと思います。

それから，鶴岡委員の言われた中止に関して，この条文では裁判所としては非常に適用し

にくいということを言われて，確かにこの甲案というのはドイツ法の考え方で，ドイツのコ

ンメンタールなどでも，この段階で外国の訴訟が確定判決に至り，日本において承認される

かを裁判所が判断するのは非常に困難であるということはどこのコンメンタールでも書いて
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あることなのです。甲案はしかし，入口の段階で調査しろというふうになっているので，丙

案のように，そうではなくて，その後の事情も考慮すると，その間はずっと場合によっては

中止状態を続けておくということになれば，少し違うのではないかなという気がいたします。

それから，中止をしておいた後の処理が一体どうなるのかということですけれども，日本

の訴訟物と，外国の訴訟物，訴訟物と言っていいかどうか分かりませんが，訴えの内容がぴ

ったり同じの場合には，先ほどのように日本での訴えは却下するというのが今までの考え方

です。けれども，内容が微妙に違いますと，中止したものの外国の判決ではカバーできない

部分というのは，日本の訴えの中に残っている部分がかなりあると思うのです。そういう部

分については，その部分について日本として判決をし，そして，外国で既に判決がなされた

部分は，その部分は承認した形にした新しい判決をするということになるのではないかと思

います。なので，いったん中止した後，その後の処理はどうするかというと，どういう外国

判決がなされたかということによって，訴えの却下になるのか，それとも新たに日本として

判決をすることになるのかということが分かれてくるのであって，その場合には，これは全

くの予想ですけれども，私の感じでは，ぴったり一致しない部分については，やはり日本で

判決をするという場合のほうが多くなるのではないだろうかと考えます。ですので，とにか

くこの段階で，甲案のような却下ということになりますと，これは原告に対して，もう一度

再訴し直さなくてはいけない負担を強いるわけですから，それはどうしてもとれないと思い

ます。そうすると，乙案のように広く考えて，日本の立場と外国の立場を等分に考える，国

際協調主義の極致みたいなものが乙案だと思いますけれども，それに対して，やはり日本で

は二重起訴の禁止という国内法がありますから，外国で先に訴訟があって日本で訴えを起こ

す場合を中心として考えて，そして処理をすればいいと思われます。日本で訴えを先に提起

して，それが進んでいる場合には，後から外国がどうしようかということは，もう基本的に

考慮しなくていいという国内法の基本的な立場と，それから国際協調を考慮した中間的な案

ではないだろうかという気がしております。

以上です。

○山本(克)委員 先ほど申し上げたのは，仮に通説どおり却下した場合，承認要件の存否につ

いて既判力が働くわけではありませんので，後日，外国判決の承認の可否の争いが起こり得

るわけです。それなら，承認できるかどうかを日本に係属している手続中で判断して，承認

できるのであれば，既判力を前提とした判断をするほうがいいのではないでしょうか。

それから，日本の官公庁等に外国判決を持って行く場合についても，中央官庁のしっかり

したところなら外国の判決文と翻訳を持って行ったら何とかしてくれるかもしれませんが，

地方の出先機関等でそれをきちんと受けてくれるかどうかというような問題もいろいろとあ

るわけです。ですから，これは国際倒産の場面でも，その関係で自動承認の制度はとらなか

ったという経緯がありますので，やはり少し今までの，当然に国内法のルールと同じように

訴えの利益の問題として処理するのが適当なのかどうかという点については，私は疑問を持

っております。もちろんかなりドラスティックな話ですので，大方の承認を得られるかどう

かよく分かりませんが，そういう点で問題提起させていただきました。

○高田委員 話を少し前に戻しますけれども，佐藤幹事からの御発言にありましたように，私

自身も丙案は甲案との関係で読ませていただいたわけですけれども，今までの御議論をお聞

きしますと，丙案も多様な読み方ができそうですので，その上で御整理いただければと思い
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ます。具体的には，丙案について，管轄の問題として扱うことを想定するのかということだ

ろうと思います。この部会自体が管轄の部会ですので，管轄と結び付けるということは十分

あり得ると思いますけれども，私自身は佐藤幹事や部会長のおっしゃったように，二重起訴

の禁止というのは基本的に訴えの利益の一発現形態であって，改めて審判を受けるべき地位

も必要もない場合に，後から提起された訴えを退ける，却下するということではないかと思

いますので，この場合におきましても同じ思想が働くとすれば，なお外国との関係において

重ねて提起された訴えについて，日本でも改めて審判を受けるだけの利益，必要があるかど

うかという問題として丙案をとらえることも一つのあり得る理解ではないかと思いますので，

一言申し上げさせていただきました。

○山本(克)委員 ためにするような議論になって恐縮なのですが，特段の事情法理や管轄の問

題であるかということ自体が本来問題であって，英米法的な，裁判所が手を伸ばして事件を

とってくるというのがジュリスディクションだと考えれば，正にそのとおりなのですが，大

陸法系はそのような考え方をとっていなくて，網を張っておいて，そこに引っ掛かったもの

が管轄だという考え方です。あらかじめ管轄というのは決まっていて，それを自制するとい

う理解もあり得るわけです。管轄はあるけれども裁判をしない場合というふうにも位置づけ

られるので，ためにする議論になるのですが，特段の事情法理，あるいは管轄を否定する，

排除する法理だというふうに読まなければならないということも必然的ではないと私は思っ

ております。

ですから，何が言いたいかと申しますと，管轄の議論に収れんさせなければいけないとい

うわけではないということです。

それとともに，乙案と丙案は，外国の訴訟手続が先に係属する場合についてのデフォルト

の処理が違うということがありますので，完全にあれを同じようだというふうには理解でき

ないのだろうと思っております。やはり丙案は甲案を前提としてその補正を図ったものと位

置づけるべきだろうと思っています。

○髙橋部会長 本日は基本的な考え方をまず固めるというつもりでおりましたが，多少時間の

余裕もございますので，細かい議論に入るかもしれませんが，中止のところをもう一回御議

論いただきたいと思います。特段の事情のところで中止を規定するのは少し広過ぎるという

ことでしたが，今後，この訴訟競合の場合には局面がかなり限定されておりますので，こち

らはある程度技術的にも可能かなと思います。しかし，先ほども，むしろ多くの場合が中止

になってしまうのではないかという御指摘もございましたが，このあたり，どういうふうに

お考えでしょうか。

○道垣内委員 ドイツでも議論されているところで，青山委員のおっしゃったところはそのと

おりですけれども，ドイツでも承認される蓋然性があれば規律をするという処理をして，そ

の後のことはまた別に考えるというのではないかと思います。多くの場合に手続の中止にな

ることがいけないというふうには私も思いません。

○佐藤幹事 これは単なる国内法の御紹介なのですが，部会資料の１０ページから１１ページ

までに中止の規定を少し並べさせていただきました。国内法の中止の規定を見ますと，二通

りございまして，一つは，一定の期間，訴訟手続を中止するという形のものと，それから４

か月以内の期間を定めて中止するというようなパターンがありまして，中止の規定を設ける

場合の期間といたしましては，一定の手続が係属あるいは終了するまでの間というような書
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き方と，それから一定の期間，例えば４か月以内の期間を定めてというような書き方と二通

りあるのかなとは思っております。国内の規定を見ますと，そのような形になっているもの

と理解しております。

○髙橋部会長 そこで先ほど朝倉幹事，あるいは手嶋幹事から中止になったら何もできなくな

ってしまうのかという問題で，外国の訴訟はどうなっていますかというのを，古田幹事が言

われたように，裏はともかく，表で議論できる場を作っておいたほうがいいのか，悪いのか，

つくるとすればどうするのか。単純なのは４か月ごとに延長していくという方法のがあるわ

けですがいかがでしょうか。

○松下幹事 そもそも，新しい道具立てをつくる必要があるのかどうかということなのですけ

れども，中止，中断の間は何もできないというのは一般論ではないのではないかと承知して

おります。つまり，中止，中断を解くための行為は，中止，中断中もできるという一般論で

対応できるのではないかなと思ったのですが，例えば，中断中でも続行命令の申立てができ

るといったように，いわゆる中止，中断を解くための行為ができるのだったら，そのための

基礎資料を集めることもできるというふうには考えられないでしょうか。

○髙橋部会長 そのとおりなのですが，建前の議論をしているので，裁判所から聞けるかとい

うことですよね。当事者はもちろん言えるわけですが，裁判所からどうなっているのですか

というのは，なかなか表からは言えないので，４か月しかないとなれば，そこでは当然何ら

かのことは出てくるのでしょうけれども。

○松下幹事 当事者から申立てが出ないときに，続行命令を出すための資料を収集するという

ことはできないと今まで考えられているのだとすれば，多分，今，部会長がおっしゃったと

おりだと思います。

○髙橋部会長 いや，できないかどうかは分かりません。

○松下幹事 そこは，もし，中断を解くためのイニシアチブを裁判所がとるための資料収集が

できることであれば，特段の道具立ては要らないのかなと伺っていたのですが。

○髙橋部会長 はい，そうかもしれません。

○山本(克)委員 今の点，私も松下幹事のお考えと同感で，民事訴訟法第１３１条の当事者の

不定期間の故障による中止では，第２項で裁判所が中止決定を取り消すことができると規定

されています。そうすると，ここで裁判所が何もしないで取消決定ができるということは考

えられないので，ここは当然何らかの手続がとれるのだということが前提になっているので

はないでしょうか。ですから，中止というのはおよそ訴訟手続が完全にストップするという

ようなものではなくて，中止状態を続けることの当否については何らかの手続ができるとい

うことが組み込まれているものだというふうに少なくとも私は考えています。

○髙橋部会長 規定を置くかどうかはともかく，何らかのことはできるということですね。

○古田幹事 中止をした場合には，恐らく本案の弁論ですとか証拠調べはもちろんできないと

思います。けれども，これから立法して制度をつくるという話ですので，例えば中止をして，

その後，進行協議はできるとか，あるいは中止を続けるべきか，解除すべきかについての意

見聴取の場を設けることができるという制度をつくるという検討自体はできるのではないか

と思います。

○髙橋部会長 いや，お答えしにくければ，また次回で結構ですが，裁判所のほうもいかがで

すか。
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○手嶋幹事 少し分からなくなってきたのですが，事実上の進行協議のようなものを入れてい

くということですと，手続を中止する意味はまずどこに求められることになってくるのでし

ょうか。

○古田幹事 結局，本案の審理を迅速に進めていくのか，しないのかという判断を，一義的に

は裁判所がするわけですが，その判断の適否について，なるべく早い段階で上級審の判断を

仰ぐことができる制度設計をしたほうがいいのではないかと思います。そういう意味で中止

決定という制度を作って，それに対する不服申立制度を用意するということに意味があると

考えております。

○手嶋幹事 その場合の審理判断の対象は，まずは，訴訟の内容が同一かどうかというところ

から始まることになると思われます。同一性の判断も実は非常に難しいところがあるわけな

のですが，本案と別にそこをまず上級審まで争うということにもなるのでしょうか。

○古田幹事 私は乙案を前提にしていますので，総合考慮してどうなるかという判断をまずは

受訴裁判所が行って，その判断の当否を上級審が行うということを想定しています。例えば

丙案をとって中止の制度を設ければ，この丙案の言う要件の判断は今できないから中止をす

るということになるかと思うのです。要するにその材料が今あるかどうかというところの判

断が適当かどうか，それを上級審でもう一度審査をするということになるのだろうと思いま

す。

○山本(和)幹事 丙案によれば，多分，訴訟物の同一性と言われたら難しいと思うのですが，

結局，外国でなされている訴えについて判決がなされたときに，その判決が日本で承認され

て効果が及ぶようなものであるのかどうかということですね。

だから， 終的にもし外国で判決がなされて，その承認とか執行判決が求められてきたと

きに，それは結局どの範囲でその効力が及ぶかということは日本の裁判所も審査しなければ

いけないことになると思いますので，それを先行して行うような形になるのだろうと私は認

識しています。

○手塚委員 どういうふうにこの中止制度を受け止めるかというのは，現段階ではその要件の

ほうが余りはっきりしない部分もあるので人それぞれなのかもしれません。しかし，例えば

海外で当事者が管轄を争っているとか，あるいは管轄に関する事実を争っている場合は，こ

れは日本から見て間接管轄があるかどうか，事実そのものに争いがあったりしたら日本の裁

判所としても判断できませんよね。そういう争いが続いているときは，日本でやったほうが

いいということだったら日本でやればいいのですけれども，アメリカでやったほうがいい可

能性があるのだったら中止して見ておくと，これはいいと思うのです。

基本的には外国の裁判所のほうに先に訴えが提起されて，もう本案の審理に入り，結果が

どう出ようと，そこで海外の裁判所がこうだと言ったことについては，まず管轄があり，訴

訟物が同一で，かつ請求権の性質上，公序良俗だとかそういう問題はないという承認要件が

満たされていれば，もう却下ということですね。

だから，確定判決が出ることが明らかというのは，当事者が和解するかもしれないとか，

そういう意味ではないと思うのです。本案の審理に入ったと，あとは承認要件，管轄や相互

の保証といった要件が満たされるかどうかを見て却下とするかどうか，却下できるかもしれ

ないけれども，やはり日本でやったほうがいいというのであれば，日本でやるということで

いいのではないかと思っています。
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○髙橋部会長 どうぞ，朝倉幹事。

○朝倉幹事 確認です。いろいろな論者がいらっしゃるので，それぞれの考え方に照らすとど

うなるかということだけ教えていただきたいのです。そうすると，今のところ，どなたも中

止については，中止することができるというのではなくて，こういう場合には中止するのだ

という規定を設けて，かつ不服申立てもつくるという御意見なのでしょうか。古田幹事はそ

うだと明言されていたのですが，ほかの方もそういう前提で先ほどのお話はされていたので

しょうか。資料ではすることができるとなっていたかと思うのですが，私どもにとってはそ

の辺で大分立場に影響があるものですから，教えていただきたいのです。

○古田幹事 私は乙案を前提に議論しているところが少し違うところですけれども，乙案に立

って，特段の事情的な考え方で整理するわけですが，却下をするのか本案審理をするのか，

今の材料だけでは足りないというときには中止をすることができると考えております。なの

で，中止しなければいけないということではなくて，中止をしてもいいし，本案の審理をし

てもいいし，却下をしてもいいし，そこは裁判所が状況を考えて判断すればいいのだろうと

思います。

中止の判断をした場合には，不服申立てをさせて，上級審の判断を仰ぐ機会を与え，訴え

却下の判決をしたときには控訴という方法で，やはり上級審の判断を仰げるようにします。

本案の審理をすれば本案の審理が進んで本案判決がされることになります。いずれにしても

受訴裁判所で判断が止まってしまうことはなくて，上級審の判断を仰げる何らかの機会をな

るべく早く与えたほうがいいのではないかと，そういう発想で私は申し上げているところで

す。

○青山委員 私は丙案の考え方ですけれども，日本での訴えを却下するかどうかは，裁量では

なくて，外国の判決が将来，本案判決になって，日本で承認される可能性が高い，蓋然性が

高いという場合には，もうそれで却下するということになって，これはかなり裁量的要素の

ないことになると思うのです。

それでは，却下しない場合に，そのまま訴訟を係属して進行させるのか，それとも中止さ

せるのかというのは，日本の裁判が無駄になるかどうかということで，無駄になるならば，

それはしばらく様子を見ておこうということでしょう。無駄にならないということであれば，

それはどんどん日本の訴訟を続けていくという，そういう大きな分け方だと思います。

そして私は，１５ページで言いますと，Ａ案で，これは古田幹事と同じだと思いますけれ

ども，中止命令を受けた当事者にも自分の裁判を受ける権利がありますから，やはり不服申

立てをする機会を保障するというのが中止決定の意味だと思います。従来のように，追って

指定という形で事実上中止するのでは，そういう裁判のやり方に対して当事者の正当な不服

申立ての機会がないので，古田幹事が先ほどから言っているように，中止決定をして，それ

で上級審による判断を受ける機会を保障しようということですから，Ａ案だろうと思います。

では，その中止が裁量的なのか，それとも必ず中止をすべきなのかということになると，

やはり相当裁量的な要素が出てくると思うのです。それは第一審の裁量と控訴審の裁量とは

違うので，判断が非常に難しいということも非常によく分かりますけれども，裁判というの

はそういうものがいっぱいあるわけで，やはり裁量は裁量でも，覊束裁量の範囲内でこれは

運用されるべきものなのではないかと思います。そういう意味では，Ａ案で中止することが

でき，その決定に対しては不服申立てをすることができるという考え方が，このＡ，Ｂ，Ｃ
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の中では一番正当なのではないかと考えます。

○横山委員 中止という法技術をとるという前提で議論されておると思うのですけれども，私

としては，いずれの案にもあまり賛成したくありません。

といいますのは，乙案は，すべての管轄原因が平等だという前提で初めて成り立つのです

けれども，被告の住所でありながら，なぜ日本での手続を中止しなければいけないのかとい

うのが根本的な疑問で，被告の住所地主義に勝る管轄原因があるのだろうかというのが根本

的には問題で，どのような事情があったら被告の住所地という管轄原因を否定できるのだろ

うかというのが根本的な疑問です。それは今回の改正の動機である，予見可能性，法的安定

性ということとやはりちょっと根本的に違うのではないかと思います。

それから，やはり甲案，丙案は要件が難しいと思うのです。皆さん述べられておりますけ

れども，公序のことはあえて触れておられないのです。相互の保証とか，管轄権とか，はっ

きり分かるところだけで論じておられるけれども，公序のことを何で言われないのかなと思

います。それを無視して明らかになったらオーケー，いけるんだと思うのですけれども，ど

うして民事訴訟法第１１８条第３号の要件である公序のことをなぜ言われないのでしょうか。

学会報告でもいいとは思うのですが，やはりドイツの実務も，日本で言うと１号要件と２

号要件しか審査していないし，フランスでも１号要件と２号要件しか審査していません。こ

れはやはり外国の裁判所を相当信頼して初めて成り立つ議論ではないかというのが，私，今

でも思っている事柄です。

もう一つ言いますと，フランスもそうです。フランスについて特殊なのは，当事者のフラ

ンス国籍が専属管轄の原因だということです。だから外国の訴訟でフランス人が当事者であ

るときは，そもそも判決を承認しないのです。日本で言ったら，当事者の一方が日本国籍を

持っていたら， 初から外国で出された判決を承認しないということです。要するにあそこ

はきれいごとと言ったらいけないのですけど，フランスは全部承認しますよと言いますけれ

ども，それはもう第三国の当事者同士の話なのです。しかもそれを言い始めたら結局，フラ

ンス国籍が専属管轄の原因にならないと，破毀院が言ったのは２００６年の話です。それま

では，自国民が絡む事件を承認しないのですから，訴訟経済などは無視です。だからそれほ

ど判例も多いわけではありません。ドイツも，ＥＵ内の話といったらそれほど多いわけでは

ないのです。

ここのところをやはり考えていかないと，青山委員が国際協調を言われるぐらいなのです

から，もっと国際協調で学問上言わなければいけないと思うですが，やはりそれが現実だと

私は思うのです。

○青山委員 フランスの国際民事訴訟の管轄は，自国の法律こそ世界に冠たるものであって，

他国の法律あるいは他国の法律家は信用しないという基本的な発想に立っているから，あの

ような管轄の規定が出てきているわけです。それが長い間だんだん変化してきているわけで

す。私は民事訴訟法学者ですから，もともと国内法重視の立場ですけれども，フランス民事

訴訟法を基準としてこの問題を考えたら，やはり少し時代遅れ過ぎなのではないでしょうか。

○髙橋部会長 横山委員の御批判の面はそれなりに理解できたのですが，横山委員としては，

提言としてはどういう形ですか。

○横山委員 いや，なかなか難しいです。

○髙橋部会長 Ａ案というわけでもない。
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○横山委員 ないですね。

○髙橋部会長 そういう難しい問題だということですが。

先ほどの議論に戻りますと，中止決定を出した場合には，独立の不服申立てを認めると言

う点については，大体皆さんよろしいのでしょう。そうすると，また先ほどの問題に戻って，

中止決定をすることができるという規定だと，中止決定をしない場合に，本案審理をする場

合と，本案審理は追って指定する場合があり得ます。しかし，その辺が，中止することがで

きるという規定を置いた場合の追って指定というものがどこまで実務で使われるかというこ

とになるのでしょう。それも追って指定を否定まではしない，少なくとも条文上は書けない

ということですかね。あるいは，却下又は中止をしなければならないとすれば，そうなるの

でしょうか。

○山本(和)幹事 私もやはり規定上は中止することができるということにならざるを得ないと

思っています。ただ，事実上それで中止の効果を達成しようとする，追って指定という運用

は一種の手続裁量のようなものだと思うのですが，それはやはり中止の規定ができることに

よって縮減すると学者としては解釈をしたいと考えます。

○古田幹事 中止の制度を設けるのは，要するに追って指定という方法で本案審理をとめてし

まうと，日本で本案審理をしたい当事者が不服を言えないということが前提になります。そ

うすると，中止ができるという規定にしたとして，裁判所が中止をしなかった場合には，本

案審理を粛々と進めるべきであって，中止決定をしないけれども期日を追って指定するとい

うのは，違法ではないのかもしれませんが，望ましくない運用ということになると思います。

○手嶋幹事 実際に自分がこうした事件を担当することになった場合，どうするだろうかと考

えていたのですが，要するに見極めがつかないという要素はいろいろあり得ます。外国に係

属している訴訟がどういう進行になるかということと，また，丙案のただし書の要件のよう

なものなど様々です。これをどう判断して進めていくかという状態になった場合を考えてみ

ますと，形式的な目標がある場合，例えば別訴が進んでおって，もうすぐ終結しそうだと，

判断が出そうだということであれば，追って指定にしておいて，事実上，当事者から外国判

決などを出してもらって，事実上検討した上でどうするか判断するということになるような

気がいたします。しかし，より実質的な問題が入ってくるとなると，多分，定期的に期日を

入れるという措置をとるのだろうという気がいたします。

ただ，実質審理がそれで進むかというと，いろいろな要素に左右されますので，なかなか

そうもならない推移をたどるものも実は多くなってしまうのではないかと思われます。それ

を前提としますと，今御議論いただいているような仕組みがどこまで実務で機能することに

なるのだろうかと少し考えておりました。

○朝倉幹事 私も，期せずして多分同じような感想を持ちました。今，お伺いしておりますと，

中止をすると不服申立てをされて，このやっかいな要件をいろいろ考えなければいけません。

自分が事件を担当していたら，中止しなければ不服申立てがないわけですから，これは中止

しないですよね。

○髙橋部会長 そうなりますか。

○朝倉幹事 はい。向こうでも訴訟をしているわけですから，何もそれほど急いでやる必要は

ないわけですので，そうしたら，３か月おきぐらいに期日を入れて，まあ腰を据えて審理を

していきましょうかということになるのではないでしょうか。研究者としてのあるべき理想
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論とは離れるかもしれませんが，余り無駄にもなりませんし，いいのではないでしょうかね

という感じで実務は動いて行くのかと思います。

いいか悪いかは分かりませんが，そういう人間の心理を無視して制度を作っても，多分機

能しないのではないか，理想論だけで作っても駄目で，おのずから動くようにしていかなけ

ればいけないのだと思うのです。

○山本(克)委員 乙案や，丙案をとれば別ですが，甲案と丙案をとる限りは，終局判決の却下

判決については独立上訴が当然許されているわけです。上訴があることがなぜその心理的障

害になるのかというのがもう一つよく分かりません。やはり中間の裁判に対する独立上訴と

いうのはできるだけ避けたいというのが裁判官心理だいうことでよろしいのでしょうか。

○朝倉幹事 だんだん心理的な分析になってきて難しいですね。例えば中間判決というのはほ

とんどされませんでしたよね。分析したことも統計をとったこともありませんが，してもい

いような場面でも，必ずしも余り例を見ないのではないでしょうか。

○佐藤幹事 ただ，管轄に関してはかなり中間判決をされていますので，そういう意味では中

間判決が少ないということは言えないのかなという感じはいたします。

○髙橋部会長 先ほどの朝倉幹事の御発言を私なりに解釈すると，上訴が面倒だというよりも，

中間決定を書く，決定だから理由は少しやわらかくというのかもしれませんが，そこも嫌だ

と，要件の判断が難しいのでなかなか書きにくいということもあって，プラス上訴で事実上

は審理が止まりますしね。

○朝倉幹事 しかも，その間に外国のほうで審理が進んで，判断が出る可能性も結構あるわけ

です。そうすると，結局のところ，無駄になってしまうような判断をして，しかも争って，

上級審までやった挙げ句，戻ってきたらこれには外国判決が出ていたといった話になると，

どうかなという気もいたします。

○髙橋部会長 代理人側としては，建前としては本案が続いていて，先ほどのお話ですと，３

か月ごとぐらいに期日は開かれるわけです。期日が開かれますから，何か言おうと思えば言

えるわけです。そこでどこまで言うか分かりませんが，理屈の上では，早く中止決定を出し

てくれと言うことはできるわけです。あるいは本案を本当にやってくれとか，あるいは両当

事者とも外国判決待ちでもいいですよと言えば，これはまた別なのかもしれませんが，代理

人としては，古田幹事はやはりそれでは不服だということですね。

○古田幹事 実務ではいろいろな運用があります。例えば，弁論期日は毎月入っていて，一方

の当事者は一生懸命いろいろな書面を出すのだけれども，相手方は余り実質的な反論もしな

いし，人証の申出をしても裁判所が人証の採否を決定しないまま，漫然と歳月がたってしま

って，終局判決がいつになるのか分からないという事態も決してないわけではありません。

このような場合はもう，不服申立てのしようがないという状況があります。

中止の制度を作ったとしても，例えば期日の追って指定をするのが違法とまでは多分言え

ないと思いますし，実際，期日を指定しているけれども，裁判所が実質的に審理を進行させ

ない事態，人証期日も入れようとしない事態というのも，実際発生する可能性は残るだろう

とは思います。それをすべて防止することはできないと思うのですけれども，仮にも中止と

いう制度ができたからには，なるべくそれを使ってはっきり判断をするという方向に行った

ほうがいいのではないかなと思っております。ただ実際，なかなか裁判所としてやりたくな

いというお気持ちも確かに分からなくはないところです。
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中間判決も，私の経験ですと，なかなか裁判所は出してくれません。国際裁判管轄の問題

で，中間判決をしてほしいと時々お願いするのですけれども，結局判決の中で判断しますと

いう裁判所のほうが多い印象です。

○山本(和)幹事 中止することはできるという条文は特許法等にもあり，そちらではそれなり

には使われているのではないかと思うのです。もちろん裁判所がなさることなので，それは

中止というのを使わないで審理を続行されるというのは何か合理的な理由があってそうされ

るのだろうと思います。なので，何か合理的な理由があれば，それはそれで制度を作っても，

それは使われないというのは結構だと思います。

恐らく先ほどの朝倉幹事の話は，合理的な理由もないのに，そういうふうに裁判所が楽だ

からされるというお話ではなかったと思いますので，そういうことであれば，それはそれで

しようがないのかなと私は思います。

○髙橋部会長 しかし，規定は置いておいたほうがいいということですね。

○山本(和)幹事 規定は置いておいたほうがいいと思います。

○朝倉幹事 特許法との関係が出たので，それとの対比なのですが，特許法のほうは，審決が

確定してからやると，そのためにいったん中止すると，こういう制度でございます。そうす

ると前提問題として，審決が出てからやったほうが，訴訟経済全体として見て無駄な労力を

三者ともしなくていいということは，自明といえば自明なものですから，人間のインセンテ

ィブとしても，ではそれは中止しておこうかと，こういう話に多分行きますし，それが一番

合理的なのでございます。

ところが，今の問題は，必ずしも外国の訴訟が前提問題になるとは限らないし，要するに

きれいに類型化して，特許法と同じような関係にあるとは限らないというか，ある場合のほ

うが少ないかもしれないというような関係のものです。ですから，そうすると先ほど言った

みたいないろいろな話で，訴訟経済上それがいいかどうかとか，いろいろな問題が出てくる

ので，必ずしも特許法にあるからこっちで置かなければいけない，若しくは置いたほうがい

いという議論にはならないのではないかなとは思っているところです。

○山本(和)幹事 反論するわけではないのですが，確かに外国判決が承認されなければそうな

のですが，外国判決が承認の見込みがあって，承認されれば，それは前提問題となるという

言い方をするかどうかはあれですけれども，訴えはいけないとして却下するということであ

れば，それは審理をしなくて済むという点においては特許と基本的には同じで，ただ，そこ

の認定が難しいということではないでしょうか。どの範囲で承認の予測がなされるかという

のは特許よりも難しいという点は朝倉幹事のおっしゃるとおりだと思いますが，全く類比が

できないわけではないと思っています。

○小泉委員 今，山本和彦幹事からもお話が出たのですが，やはり独立の不服申立てをするこ

とができるという規定を置くべきだとお考えなのでしょうか。特許法の場合には，いわゆる

裁判所の裁量，訴訟指揮の一環としてされるという理解で運用も解釈もされていると思うの

です。今回の中止の規定を設けることに当たっても，私自身は，一定の要件をここで定める

のは非常に難しいのではないか，裁判所は要件の範囲で中止するかどうかを考えていくとい

うことになりますので，要件が明確でない限り，明らかに裁判所が認定できない限りは，な

かなか中止という決定をするというところまで至らないのではないかという気もしているの

です。しかし，それは別の問題として，前提として，不服申立てについてはどのようにお考
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えでいらっしゃいますか。

○山本(和)幹事 おっしゃるとおりだと思って，私は，やはり特許等については，それは比較

的要件というか，あれは明確なものですから，それは特に不服申立ては必要ないということ

なのだろうと思うのですが，ここはやはり先ほどの，どういう要件を設けるかにかかってき

ますけれども，承認がなされるかどうかという，訴訟物が重なっているかとか，間接管轄が

あるというふうに考えられるかなどというところで，やはり当事者の手続保障は図る必要が

あるのかなというふうには思っています。ここはですから，そういう認定の要件が難しいと

いうところからすれば，やはり不服申立ての機会を与えざるを得ないのではないかというの

が私の今のところの印象です。

○佐藤幹事 １点だけ確認させていただきたいのですが，却下と中止との関係ですが，先ほど

手塚委員が却下のお話をされておられましたけれども，それは原則として却下をすべきだと

いうところまで言っておられるのか，中止と却下を両方あり得るというお考えなのでしょう

か。そのあたりはどうまとめて理解したらよろしいのかなという観点からの確認なのですけ

れども，その場合に要件的に何か違いが出てくるのでしょうか。

○手塚委員 私は，まず一つは，裁判所にとって中止というのが，例えば要件のほうが非常に

難しくて，かつ，出せば出したで上訴されるといったことで，扱いにくいものになってしま

い，事実上使われずに，追って指定が支配的な実務になるような方向に誘導するのはよくな

いと思っています。

他方で，上訴できないという中止も結構あります。基本的には，例えばＡＤＲ法について

も上訴できないみたいですし，そういうものについては，山本先生がおっしゃるように，は

っきりしているから上訴させる必要もないのかもしれませんけれども，やはり余り中間的な

やつで上に行って下に行ってというのは，弁護士業界を富ませる部分があるのかもしれませ

んが，利用者のニーズという意味ではちょっとどうなのかなと思います。手続を進めるかど

うかの問題ですので，私はどちらかというと，一審の裁判所が裁量で決めるけれども，その

裁量の前提となるところが，中止してはいけないのに中止してしまった場合に独立の上訴が

あるというぐらいだったらいいのですが，裁量を独立の上訴で争うような仕組みはよくない

と思っています。

それから，却下については，もともとの発想は結局，本案訴訟にまで入っていて，結論が

どうなるかというよりも，むしろもう本案判決が出るというときに，確かに横山委員がおっ

しゃっていたように，公序の点は，実態まで踏み込まないとなかなか分からないのかもしれ

ません。しかし，私が考えているのは，類型的に公序違反になるような，懲罰的損害賠償と

か，奴隷契約とか，そういうものではないというところだけ確認したら，そこはもう承認の

可能性，蓋然性が高いということで却下してしまえばいいというぐらいに考えています。

○髙橋部会長 どうもいろいろとありがとうございました。

では，第一読会はこの程度にいたしまして，１６ページの３の緊急管轄に関する規律です

が，説明からお願いします。

○日暮関係官 それでは，部会資料１６ページ，３の緊急管轄に関する規律について御説明い

たします。

緊急管轄とは，１６ページの（補足説明）に記載いたしましたとおり，国際裁判管轄の一

般的な規定に従いますと，日本の裁判所に国際裁判管轄が認められない場合であっても，外
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国でも訴えを提起することができず，裁判の拒否に当たるような事情がある場合に，例外的

に日本の裁判所の管轄を認めることとすることをここでは言っております。このような例外

的な場合に関する規律を設けるかどうか，設ける場合に，どのような要件を規定すべきかに

ついて御議論いただければと思っております。

この点に関しましては，まず，特段の規律は設けないという考え方が考えられるかと思い

ます。その理由といたしましては，財産法の分野ではなく，離婚と親権者の指定という人事

訴訟の分野におきまして，１６ページから１７ページの（参考）１に書かせていただきまし

た 高裁判所の事例がございますけれども，財産法分野に関する事例というのは見当たりま

せんし，実際にもそのような事案というのは想定し難いということがございます。

他方で，緊急管轄に関する国内法の規律がございますスイス，ベルギー，イタリアなどの

国もございますので，それらの国の規定を参照しつつ，考えられる一案をお示ししたものが

１６ページの（補足説明）にございます「第一審裁判所は，訴えが日本の裁判所の管轄に属

しないと認める場合においても，外国において訴えを提起しても却下される可能性が高く，

日本において訴えを提起する以外に方法がなく，その請求が日本と密接な関連性を有する限

り，日本の裁判所が国際裁判管轄を有するものとする。」という考え方でございます。

以上でございます。

○髙橋部会長 御質問・御意見をお伺いいたします。

○古田幹事 特に経験があるわけでもないのですけれども，緊急管轄の規定が本当に必要なの

かどうかという点は疑問ではあるのですが，あってはいけないかというと，あってもいけな

くはないと思います。あと 高裁の平成８年判決というのは，緊急管轄を認めたという理解

もあると思うのですが，そうではないという理解のほうがむしろ多いのではないかと私は認

識しています。

結論としては，特に強い意見があるわけではないのですが，せっかく立法するのですから，

作っておいてもいいのかなというぐらいの感触でございます。

ただ，その場合に緊急管轄の要件をどう定めるかという問題はあります。恐らく特段の事

情と同じように，当事者間の公平，裁判の適正，迅速にかんがみて日本で裁判するのが適切

と認められる場合とか，極めて抽象的な要件になってしまうかと思いますけれども，それは

それでいいのではないかと思います。

○道垣内委員 （補足説明）の括弧書きに書いてある規定が入らなければ，このような扱いは

できないというのであれば，置いたほうがいいと思います。今まで議論してきた管轄原因の

いずれによっても管轄権が認められない場合，緊急管轄の規定がないと困ることもあるので

はないかと思います。どういう場合があり得るかですけれども，極端な場合として，諸外国，

ベルギーなどでも 近はあると聞いていますが，外国で非常に不当な扱いを受けて，その外

国の国家元首に対して不法行為の訴訟を起こしたいといった人権訴訟のようなものがあると

思います。不当な扱いをした国で訴訟をしろということはできないので，仮に裁判権免除等

の問題がクリアされれば，このようなことを原因とする損害賠償請求訴訟を母国で起こすと

いうことです。もっとも，その判決が 終的に強制執行されるかというと，それはまた別の

問題で，社会にアピールするためにやるという事例があるようです。日本で本当にそのよう

な訴訟が提起されるかどうか分かりませんが，一番極端な場合を申し上げました。

○髙橋部会長 今の道垣内委員の御意見が正にそうなのですが，規定を置かなければ，絶対あ
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り得ないのかということですかね。法の一般原則か何か知りませんが。しかし，規定がなけ

れば使いにくい，利用しにくいことは確かですかね。

でも，逆に規定を置くと，上告理由と上告受理は分けたはずなのですが，やはり相変わら

ず上告理由はくっついてくるというのと同じで，そうすると，一定の要件を変えてしまうと，

まあ簡単に三行半ではめることはできるのかもしれませんが，何でもかんでも 後にくっつ

けておくという主張は誘発するかもしれません。

○手塚委員 私の理解する緊急管轄というのは，古田幹事がおっしゃっていたみたいな，全体

的な判断でどちらがいいかとか，そういう感じではなくて，むしろもう本来，日本に管轄原

因はないけれども，外国での訴訟が不可能あるいは，どこでもできないという非常に極端な

例だと思います。ここに記載のヨーロッパの諸国の書き方は少しずつ違いますけれども，大

体共通しているので，私個人としては，狭く書けるのならば，せっかくだから入れたらよろ

しいのではないかなと思いますし，何か広いものとして理解されるのを防ぐ趣旨でも，書い

たらいいのかなと思います。

○横山委員 この括弧書きに書かれてあるところで，外国において提起しても却下される可能

性が高いというだけではなくて，もちろん裁判はしてくれるのだけれども，例えばクウェー

トの裁判所に元イラク人がというような場合に，やはり偏った裁判ができてしまって，どう

したってイラクでは裁判させることはできないと日本の裁判所が思うような場合も，実は緊

急管轄の中に入ってくるのだろうと思います。だから，要件がやはり難しいと考えています。

なかなか経験もありません。

それから，比較法的に見てみても，緊急管轄でスイスなどが出ていますけれども，結局，

管轄原因が限られている，家族関係，相続関係の事案です。少なくとも今までのところは，

割と日本は今までのところ管轄原因はかなり広いと思うので，これが特に必要だとは思えま

せん

むしろ，今度もし家族の領域で国際裁判管轄について何かルールを作るときは，こういう

ルールがあったほうがいいかなと思いますけれども，財産関係についてはさほど必要はない

のではなかろうかと思うのです。今まで財産関係についての問題で緊急管轄が発動されたの

は，外国に専属管轄の合意をしている場合や，その合意した裁判所で少なくとも変な裁判が

期待できないといったときに緊急管轄で内国の管轄権を行使するという場合などです。

そうすると，そういう場合に対処するのならば，これは管轄合意に関する規定の解釈論で

もいけないことはないのではなかろうかなと考えております。したがって，私は緊急管轄に

ついて，本当に必要な場合に，日本の裁判所が裁判を拒絶するとは考えられないので，私は

特に必要はないのではなかろうかと。必要なのは家族法関係の事案ではなかろうかなと思い

ます。これもコストの問題と思いますけれども，特に要件面をどんなふうに定めるのかとい

うことでしょうか。

○髙橋部会長 ほかにいかがでしょうか。ここは両方理屈が立つので， 後にどちらかに決断

するというところかと思うのですが。

そういたしますと，冒頭に申しましたように，第一読会は一応これまででございますので，

何か第一読会全体を見渡しまして，言っておきたいことがございましたらお願いします。

○道垣内委員 第１回目の会議のときに申し上げたのですが，第６のタイトルは「国際裁判管

轄に関する一般的規律」ですけれども，先ほどの国際訴訟競合についての丙案も残るという
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ことであれば，第７として「その他」とするか，あるいは第６を全体として「その他」とい

ったタイトルにしていただくか，いずれにしてもタイトルが必ずしも適当ではないかもしれ

ないと思います。

○髙橋部会長 そうですね。

ほかの方はいかがでしょうか。

特にないようですので，本日の会議を終了させていただきます。

本日はどうもありがとうございました。

―了―


